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平成 29 年 10 月 30 日 

◎西森副委員長 ただいまから、決算特別委員会を開会いたします。  （９時 59 分開会） 

委員長から、所用のため少しおくれる旨の申し出がありましたので、委員長が来られる

まで副委員長の私が委員長の職務を行いますので、よろしくお願いいたします。 

 本日の委員会は、10 月 25 日に引き続き、「平成 28 年度一般会計及び特別会計の決算審

査について」であります。 

 お諮りいたします。日程については、お手元にお配りしてある日程案によりたいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

（異議なし） 

◎西森副委員長 御異議ないものと認めます。 

《産業振興推進部》 

◎西森副委員長 それでは、産業振興推進部について行います。 

 初めに、部長の総括説明を求めます。なお、部長に対する質疑は、各課長に対する質疑

とあわせて行いたいと思いますので、御了承願います。 

（総括説明） 

◎土森委員長 それでは、続きまして、所管課の説明を求めます。 

〈計画推進課〉 

◎土森委員長 まず最初に、計画推進課について行います。 

（執行部の説明） 

◎土森委員長 質疑を行います。 

◎坂本（茂）委員 最後に話のありました地域の頑張る人づくり事業の実績について、当

初予算が 1,800 万円、補正で大幅に減額して、不用額も若干生じてるということですが。

当初の予算からいくと、考えていた補助先が十分に手を挙げていただけなかったとか、あ

るいは研修会への参加が当初より見込みが少なかったとか、いろいろ要素はあると思うん

ですが、詳しくお話しいただけますか。 

◎土居内計画推進課長 平成 28 年度の当初予算は、予算計上した 14 件のうち３件が事業

実施主体の事情により取りやめになって、実際には 11 件の事業を支援したところです。事

業費についてもいろいろ中身を詰めていく中で研修会の回数が減ったり、講師謝金が予定

されていたほど要らなかったりとか、それぞれの団体で少し申請額が減ってきた結果とし

て決算額が 731 万 7,000 円になったものです。 

◎坂本（茂）委員 14 件の予定のうち、３件がなかったということなんですが、３件減っ

ただけで、900 万円減額になってるわけですよね。１件当たり上限が 300 万円なわけで、

この３件は 300 万円の上限分が減って、あとの 11 件で残り 700 万円だと１件当たりの額が

少ないと思うんですけど、事業によって額にいろいろ違いがあると思うんですが、そこら
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辺はどうなんですか。 

◎土居内計画推進課長 補助金の事業費は上限が 300 万円になっていますが、300 万円の

上限まで出てきている事業はまずなくて、大体 150 万円から 30 万円の事業費になっていま

す。主な経費としては、講師謝金あるいは会場借り上げ費、一部県外への視察なども研修

に連動して効果があるものについては認める形になっていますので、そうした経費が出て

きているところです。予算の要求をして精査をしたつもりなんですが、実際に事業年度が

始まってみて詳細を聞いていく中で、少し事業費が減ってきているということで、若干金

額としては不用額あるいは減額補正額が多い形になってきて、事業費が少なくなったとい

う状況です。 

◎坂本（茂）委員 11 事業をやって、研修生がトータルでどれぐらいか。 

◎土居内計画推進課長 最終、講習を最後まで通した方は 49 人になっております。 

◎坂本（茂）委員 11 事業研修やった団体があって、49 人では平均で４人から５人という

ことになるんですが、大体こんなものなんですか。多いところと少ないところあると思う

んですが、受講生のもともとの見込みがこれぐらいの小規模な研修で、いわば人材を育て

て人づくりをしていく発想なんでしょうか。 

◎土居内計画推進課長 この事業については、３回以上の連続講座を実施して、３回以上

を全て受講された方が修了者という形になっております。その数が先ほど御説明をさせて

いただいた 49 人ということになりますが、実際には１回受講とか、２回受講とかで受講さ

れた方を含めますと 230 人ぐらいの方が受講をされている状況です。それぞれの地域によ

って実施するテーマが違っており、例えばその地域で食品加工を行う事業者が集まって食

品についての商品開発について少し詳しく学ぶための受講をしたりとか、外商をするため

に必要な取り組みについて学んだりとか、それぞれの地域に応じたさまざまな研修を組み

立てて実施をしているところです。 

◎坂本（茂）委員 延べは 230 人で、それでも１件当たり 20 人ぐらいで、232 人のうち 49

人しか修了しない、３回連続で修了せんというのは何か違和感を感じるんですよね。全然

レベルが違うかもしれんけど、防災の「防災人づくり塾」を高知市でやってますが、200

人ぐらい来て百何十人が最後まで研修。しかもあれは毎週１回やって 10 回ぐらいやるんで

す。それでも来るんです。何か効果が上がってるのかどうか、最終的には参加された方が

どうスキルアップして成果を出されているかにはなるんだろうと思うんですが、この事業

は初期の目的を十分達しているように評価はされてますか。 

◎土居内計画推進課長 実際にこの事業に参加をされてる方は、起業のテーマであれば、

働いている方で新たに起業をしたいとか、あるいは商品開発であれば、新しい商品を開発

したい。そういった事業者が参加をすることで、一般の人よりは事業者の方を対象とした

ものになっています。まだまだ数が少ないとの御指摘でございますが、実際にこの事業に
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参加をされた方の中で開業された方もいらっしゃいますし、商品開発につながった方、あ

るいは、今まで地域でしか売ってなかった商品を外商に持っていくといった取り組みが広

がっているところです。この研修を受けて終わりではなく、しっかりと商品開発、あるい

は外商、起業。そういったそれぞれのテーマで扱ったものにつなげていくことが重要で、

事業が終わった後も実施主体の方には３年間しっかりと取り組みのフォローアップをお願

いしているところです。受講した事業者が実際に１年後にどういう状況であり、どういっ

たことに困ってるのか。困ってるのであれば専門家を派遣をしたりとか、具体的に次の段

階に移っていくのであれば、商工会・商工会議所の中で小規模な補助金があります。また、

より具体的にビジネスプランを仕上げたいという人については「土佐まるごとビジネスア

カデミー」でいろんな研修講座がありますので、そういったものにつないで実際に研修を

受けた方が次のステップに移るようにフォローアップをさせていただいているところです。 

◎加藤委員 産業振興計画推進費の事務費が 7,000 万円でほかと比べて結構多額だとは思

うんですが、御説明もいただきましたが内容はどんな内訳でしょうか。 

◎土居内計画推進課長 歳出決算資料の資料３の 114 ページの中ほどに事務費として

7,495 万 4,000 円を予算計上させていただいています。 

事務費の内容としては、産業振興計画のフォローアップ委員会の謝金とか、産業振興計

画のさまざまな広報に要する経費、地域支援企画員の活動のための旅費などの経費で、合

計で 7,495 万 4,000 円の予算を計上させていただいています。 

賃金は各地域本部の臨時職員分が 1,200 万円余りになっております。あと、報償費は

1,500 万円余りで、先ほど少し御説明をさせていただきました委員の謝金などです。旅費

は 1,000 万円余りの予算を計上しており、主に地域支援企画員、あるいは計画推進課の職

員の活動経費、それから先ほどの委員の旅費です。需用費は 2,200 万円余りで産業振興計

画のパンフレットの作成や、計画自体の冊子などの印刷経費に要するものです。そのほか、

役務費は、主に地域支援企画員の携帯電話の費用として 840 万円余りを計上しています。

以上が主な経費です。 

◎加藤委員 御説明いただきましたけど、パンフレットは何部つくって１冊当たりの単価

はどれぐらいになってるんでしょうか。 

◎土居内計画推進課長 パンフレットは作成部数が２万 1,500部で、金額は 180万円余り、

１冊当たり単価が 83.7 円という状況です。 

◎加藤委員 パンフレットは非常に充実して私も勉強はさせていただいているわけですけ

ど、コンビニに 100 ページぐらいあるパンフレットを全部に置くやり方で今やっておられ

ると思うんですけど、もっと簡略したものを置くとか、費用を削減しながらもっと情報の

ブラッシュアップというか。確かに丁寧で勉強になっていいんだけれども、100 ページの

冊子が全部の場面で必要かどうか、簡略版があってもいいのかなという視点もあったりで
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すね。いろんな事務費たくさんありますが、一つ一つ結構額も大きいもので、見直せると

ころがあれば負担の見直しを行って効果につなげていただきたいと思いますがいかがでし

ょう。 

◎土居内計画推進課長 もう少し簡略版という御意見でございましたが、実際に平成 24

年度に産業振興計画ＰＲ版の冊子以外に、チラシという形でＡ４の４枚ぐらいの物を１万

部作成して、そちらで産業振興計画の全体像について知っていただくようＰＲしたところ

です。ただ、１年で思ったのは、やはり情報量が少なくて中途半端で使いにくいというこ

ともあり、余りニーズもなかったことから作成は１年間で終わっている状況です。産業振

興計画は、今、パンフレット表裏合わせて 84 ページになってかなり内容が濃く、作成目的

が多くの方に産業振興計画の取り組みに御参画をいただきたいということで、高知県の経

済の現状であるとか、産業振興計画がどういう考え方でどのような取り組みを行っている

のか、広く御理解をいただきたいということで作成しているところです。このパンフレッ

トはそのための重要なツールだと考えておりまして、できるだけわかりやすい内容にする

よう心がけてるところですが、産業振興計画は御承知のように取り組みが多岐にわたりま

すので、できるだけ減らしたいと思っているところですが、どうしてもページが多くなっ

てきていると。今年度は、できるだけ全部読まなくてもわかるように、パンフレットの見

開き１枚ぐらいでその構成ページに内容を少し付記をして、そこを読んでいただければわ

かるような形に工夫を凝らしたところです。先ほど御意見のございましたように、簡略版

と 84 ページのものを２種類つくるとなると、どうしても２種類分のコストがかかり割高に

もなり、かなりつくり方も難しく、その２種類をどう配布するのか難しいと思っておりま

すので、現状ではこのパンフレットを有効に活用する方向で進めていきたいと思っていま

す。 

そのほか、事務費の削減に関しては、来年度予算について今議論をしているところです

が、産業振興計画自体の冊子があり、これは市町村や職員に配ってるところですが、こち

らについても、必要な人はデータで見ることもできるのかなと思って、思い切り部数を減

らそうと思っているところです。あとは、総務部で、会議のペーパーレス化を検討してい

るところです。産業振興計画の推進本部会議、年６回ほど開催をしておりますが、その都

度大量なコピーが必要になっています。こういったペーパーレス化を進めることで、需用

費の削減につながるんじゃないかと思っています。 

◎加藤委員 削減するだけじゃなくて、今おっしゃっていただいたように、費用面とそれ

から効果の面と両輪立ててやっていただければと思います。 

◎土森委員長 費用と効果のことをよく考えた上できっちり計画立てて予算を執行してい

くと、これをしっかりやってください。 

◎前田委員 赤のインデックスの３ページ、ＲＥＳＡＳのお話があったと思うんですが、
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これ、以前に僕も本会議で取り上げたことあるんですが、経済産業省のホームページでリ

アルタイムで高知のいろんな情報が見てとれるようなバージョンだったと思うんですが、

県等の行政が把握している情報とかなりの乖離がある内容が幾つか含まれると思うんです

が、県内の学生を対象にアイデアコンテストをやられたことなんですが、それは何か内容

の中で出てきませんでしたかね。 

◎土居内計画推進課長 ＲＥＳＡＳについては、平成 28 年度は使い方の講習ということで

各地域で要望に応じて実施をさせていただきました。実際にそれを使ってコンテストの提

案をいただいたんですけど、御指摘のような現状とデータの乖離。データ自体は統計デー

タとか入ってきたりするので、少し遅い、古いデータが入っていることはありますが、大

きく実態と食い違っていることはなく、そこら辺で混乱が生じたことはないと承知をして

おります。 

◎前田委員 分野ごとにＲＥＳＡＳが情報を収集するそのもととなる情報ソースがあると

思うんですが、以前に指摘したのは、高知県人が異常に牛乳を飲んでるとか、そんな情報

がＲＥＳＡＳでははっきりと出てまして、私もＲＥＳＡＳを管理している国のどこの役所

か忘れましたが、電話で問い合わせすると、やはり大型の量販店のいわゆるＰＯＳシステ

ムですかね、どうしてもああいうものの中でしか情報が得られてないので、実態とは若干

乖離があると、それは今後修正していくんだというようなお話もありましたので、私が申

し上げたかったことは、ペーパーベースで県が産業実態、経済実態として一定把握してい

るその情報と、ＲＥＳＡＳは動く数字、情報なので、そことの乖離を１回ちゃんと常に見

ながら、どこに原因があるのか。どちらが正しいという話ではなく、どちらが実態により

近いのかという精査をぜひやっていただきたいという思いがあって今、質問をさせていた

だいたんですが。 

◎土居内計画推進課長 統計課で高知県を対象にしたさまざまな調査をしてるんですけど、

非常に高知県の経済実態をあらわしているものと、全国ベースで調査をして、高知県自体

のサンプル数が少なくてなかなか高知県の経済実態をあらわしてないものもございます。

そこら辺を見きわめながら、高知県の今の経済がどういう状況なのかをそれぞれ見ていく

形にしておりますので、ＲＥＳＡＳのデータについても、そこら辺を十分注意して活用し

ていきたいと考えております。 

◎前田委員 ＲＥＳＡＳは本来は行政並びに一般の方も広く活用できるようなことを目的

としたデータで、広く一般の皆さんがホームページでも見れる分も開放されてるわけで、

今回のアイデアコンテストも国の財源を使っているものですから、ＲＥＳＡＳの情報と乖

離がある部分に関しては一定連携をとりながら、情報を実態と違うんであれば、可能な限

り修正なり改善なりをどうやったらできるのかもあわせてできればと思っておりますので、

ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 
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◎土森委員長 平成 28 年度から 29 年度への繰り越し分。ここに大正集成材工場展示場整

備事業というのがありますね。これちょっと中身がわかりづらいんで説明してくれますか。 

◎土居内計画推進課長 旧大正町の集成材の主な販路として、これから県外に伸ばしてい

きたいと考えております。そうした中で、実際に県外に出向いて商談をするケースもあり

ますが、なかなか商談に結びつきにくい。県外から地域の材を求めに行くときには地域で

どういった環境で育てられているのか、実際にどんな活用ができるのか地域に来て見てい

ただく。そして、具体的にその集成材はこんな形で活用できますよと御提案させていただ

くことで、今回の展示・商談施設は、県外の売り込みたい方に地域に来ていただいて、こ

んな活用ができますよと見ていただくための展示施設として整備をするものです。 

◎土森委員長 それで、その常勤の２名が、５年間の契約で説明するの。 

◎土居内計画推進課長 実際に今、森林組合にいる人もいらっしゃいます。ただ、これか

ら外商を伸ばしていくに当たっては、今いるスタッフだけでは十分でないということから、

今回の整備を機に２名の常勤の雇用を計画しているところです。 

◎土森委員長 県外で研修受けた人が、高知に入ってきて、専門のところへ来て、それで

その人たちは、商品を売りたい人たちでしょう。これ非常に重要な施設だと思いますよ。

2,200 万円の予算をつけてますけど、これらも繰り越しでつけたということでしょう。こ

れは人件費が中心なんですか。それとも人件費以外にその相談相手にたいする、例えばさ

っきあったパンフレット。内容説明書だとかにも使ってるわけですか。 

◎土居内計画推進課長 今回の補助金の 2,235 万 1,000 円は、施設整備、ハードの整備に

ついてです。人件費とか、売り込みのためのパンフレットは事業実施主体で経費を支出し

ます。この取り組みは非常に重要ですので、産業振興推進地域本部のフォローのほか、林

業振興・環境部でもこの事業に入り込んで、一緒になって取り組んでいるところです。 

◎土森委員長 これしっかりやってほしい。平成 28 年度、29 年度に繰り越しをしてどれ

だけの方が実際ここに来てくれてるのか。商談成立がどれぐらいあるのかまで検証をして

いかんと事業がなかなか次に伸びていかんので、しっかり検証するように。部長、こうい

うことは地産外商という意味でも大事な仕事なんですよ。その辺しっかり検討してみてく

ださい。 

◎松尾産業振興推進部長 この補助金でつくって終わりでは全く成果が上がらんわけでし

て、これも５年で済むものではないですが最低５年間はしっかりとフォローをして、成果

がどうなっておるのか、足りなければ何が必要なのか産業振興推進地域本部、県庁の内部

で一緒になって地域と一緒に考えていく。成果を上げるようにフォローもしていくという

ことですので、その点非常に重要だと思ってますので、これからも力を入れてやっていき

たいと思います。 

◎土森委員長 以上で、質疑を終わります。 
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以上で、計画推進課を終わります。 

〈産学官民連携・起業推進課〉 

◎土森委員長 次に、産学官民連携・起業推進課について行います。 

（執行部の説明） 

◎土森委員長 質疑を行います。 

◎加藤委員 最後のビジネスチャレンジ支援補助金ですけど、５件が４件になって 80 万円

ぐらい不用額が出たということですが、当初は 500 万円だったわけで、そこからの御説明

をいただけますか。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 高知家のビジネスプランコンテストをことしの２月

に開催しましたが、そのビジネスプランコンテストに関係するサポートをするために補助

しようと、平成 28 年 10 月末時点でサポート件数が５件になっており、その中で、下半期

で追加でサポートするものを一旦５件と見込んでおりましたが補助金が必要ないとなった

ことで減額しました。 

◎加藤委員 当初ビジネスチャレンジ支援補助金でやろうとしていた事業がビジネスプラ

ンコンテストの応募に移って、その結果、当初予定をしていたビジネスチャレンジ支援補

助金が要らなくなった。それが当初 500 万円予定してたけれども、250 万円分に相当する

ということですか。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 はい、当初予定した 500 万円がビジネスプランコン

テストでも利用される想定でしたが、補助金を必要とするものが見込みより少なかったた

め、250 万円の減額補正を２月に認めていただき、250 万円で、平成 28 年度内に５件対応

する予定でしたが、それからまた一つ減って最終４件になって不用が出ております。 

◎加藤委員 大体わかりましたけど、結局、ビジネスチャレンジ支援補助金とビジネスコ

ンテストと別の事業立てにしているけれども、重なっている部分も多く、なおかつ、ビジ

ネスプランコンテストのほうが補助が有利ということなんですか。だからそっちに移った

ということですかね。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 補助が有利ということではないです。 

◎土森委員長 それ後できっちりわかりやすい資料を出してください。 

◎坂本（茂）委員 平成 27 年度決算に関する決算特別委員会の意見に対する措置なんです

が、平成 27 年度に地域での受講機会が少ないことに対してきちんと確保していこうという

措置をされたことで、じゃあ平成 28 年度はその結果によってどれだけ地域での受講機会が

ふえて、そこで受講者がどれだけふえたとか、そういう成果の部分をちょっと教えていた

だけますか。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 平成 28 年度の成果は、まず地域を意識するところで

いきますと、テレビ会議システムの充実をしました。テレビ会議システムでサテライトプ
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ラットフォームという形で、地域にいながらにして高知市内のココプラに来なくても受講

できる環境を整えたんですが、前年度、音が聞こえにくいというお話もありましたので、

そこで音声の安定化を図りました。あと、「土佐まるごとビジネスアカデミー」のネット受

講もやっておりまして、高知市内に来られない方に対しても、後で講義内容を録画した内

容をインターネットで受講できる環境を整えています。それが平成 27 年度の段階では一定

期間しか対応できてなかったんですが、平成 28 年度に年間を通じて配信ができる形にして、

それで受講者も増加して満足度も高まっている状況になっています。 

◎坂本（茂）委員 受講者がどれだけふえたかを聞きたいがです。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 充実させた措置によって、今整備してますサテライ

トプラットフォームで対応した人が 121 人。ネット受講 461 人という状況です。 

◎坂本（茂）委員 そしたら、サテライトプラットフォームの関係は前年度との比較はで

きないということで、それでインターネット受講の関係は 461 人言いましたかね。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 そうです。 

◎坂本（茂）委員 これは、前年度は年間を通じてができなかったので、そこが年間通じ

てやれるようになったという成果ですよね。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 そうです。ネット受講、結局、全部が全部見られる

わけではなくて、演習のような講義の場合は録画してないんですけれども、実際にネット

で見て成果が出るような、内容がわかるようなものについては、ネット受講をした人数が

461 人にふえた状況です。 

◎坂本（茂）委員 これネット上で受講ができるのは受講生として申し込んでおかなけれ

ば、聴講はできないということですか。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 実際に申し込みをいただく段階で、高知市のココプ

ラに来られて受講されるのか、ネットで受講されるのかということをあらかじめ聞いてま

すので、それでネット受講の方は最初の段階でお聞きしている状況です。 

◎坂本（茂）委員 なかなか講師の著作権とか、いろいろ問題もあるでしょうから、余り

オープンにはできないということでしょうか。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 そうです。厳密に言いますと、全てが全てネット受

講ができているわけではなくて、講師の先生の合意が得られた講義だけ流していました。

平成 28 年度は平成 27 年度よりもう少しよりたくさんの方に見ていただこうと講師の方と

もお話をして「なるだけネット受講で対応できるような形でやらせていただけませんか」

ということで、ネット受講ができる科目もふえてきている状況です。 

◎西森副委員長 さまざまな取り組みをされております中でこの事業の目的として、産学

官民連携センターの取り組みを通じて産学官民がつながりコミュニケーションを深め、知

の創造、産業や地域のイノベーションにつなげていくという目標を持たれてたり。また、
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起業や新しい事業展開にチャレンジする方々の着実な広がりを目指していくということで、

さまざまな事業を展開し、具体的には説明会であったり、またセミナーであったり、そう

いうものを開催をしていっているわけでありますが、それは一つの手段であって、一番大

切なことは、具体的に起業をしていくとか、新たな事業展開をしていくことが一番大切な

部分であると思うんです。だけど、言ってもそれはすぐに成果が出ることでもないと思う

んですが、どこを目指していっているのか。どれくらいの起業者をつくろうとしているの

か、新たな事業展開をしようとしているのか、そのあたりの目指しているもの、ビジョン

をもう一回確認をさせていただきたいと思うんですけど。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 まず、目標の関係でいきますと、産業振興計画の中

で起業・新事業展開というところで、４年間で県のサポートによる起業 100 件が目標数値

になっています。あと、新商品開発が 500 件になっています。 

昨年度に、起業・新事業展開の取り組みでこうち起業サロンを始めて、ことし「ＫＯＣ

ＨＩ ＳＴＡＲＴＵＰ ＰＡＲＫ」ということでリニューアル、バージョンアップをして

取り組みを進めてますが、実際に 10 億円の企業を１社生み出していくよりも 1,000 万円の

売り上げのある事業者の方が 100 人生まれることを目指して取り組んでいまして、中山間

地域での１人の起業ということもターゲットにして、実際にもやもやの段階の方から事業

化に結びつける段階までのトータルな一貫した後押しを産学官民連携センターと一緒にや

っていくことで、新たにチャレンジする人が次々と生まれていくことを目指して取り組ん

でいるのが今の状況で、それが狙いです。 

◎西森副委員長 さまざま取り組みをやっている中での実感で、先ほど言われた、1,000

万円の企業を 100 人だとか、４年間で新商品 500 件に向けた取り組みとか、そのあたり実

績として、これで４年後に具体的にいけそうなのかどうか、そういった実感を平成 28 年度

のさまざまな事業をやってきてどう得られているのか。そのあたりを教えていただきたい。 

◎松尾産業振興推進部長 その点は、目標は先ほど申しましたように、起業・新事業展開

というか第二創業を４年後には 100件、新商品開発を 500件という目標を立てております。

昨年度の実績は、起業・第二創業で 28 件。新商品開発はいろいろな事業がありますが、県

がサポートしてトータルで 123 件になっています。それがだんだんふえつつありますので、

裾野を広げていきたいと思っています。この目標はかなりふえてきましたので達成できる

のではないかと考えています。先ほど課長が説明したとおり、段階がございまして、ぼや

っと起業はしたいと言うけど具体的に何をしたらいいかわからん人から、もう具体的にこ

れで起業をしたいというかなり明確な方までいらっしゃいます。そこをどうやって最終的

な起業まで結びつけていくかを、その人ごとに段階的にさび分けもして、そちらの必要な

ところへ誘導することが今回のこうち起業サロン、また、ココプラの役割でありますので、

そこは十分意識して、起業コンシェルジュもことし配置しましたので、きめ細かなサポー
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トをして、そっちの成果に結びつけていきたいと取り組みを進めておるところです。 

◎西森副委員長 全然意識のない裾野の方を集めていくところから、非常に意識が高まっ

てくる中で具体的に起業をどうしていくのかいろんな段階があろうかと思います。そうい

うところにおいてさまざまな取り組みをされているのもよくわかりました。順調に進んで

いることもわかりましたので、さらに目標に向かってしっかりと取り組みをしていただき

たいと思います。 

◎加藤委員 資料３に起業促進事業費がありますけど、これは御説明いただきましたけど、

中山間地域等シェアオフィス利用推進事業費補助金、これ以外が当課に移管をされたとい

う認識でよろしいですか。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 そのとおりです。こうち起業サロンの関係は事務費

の中に全て入ってまして、その部分だけが移管されて中山間地域のシェアオフィスの関係

は産業創造課に移っている状況です。 

◎加藤委員 それを踏まえた上でなんですが、これも先ほどの質問と同様に当初 4,387 万

6,000 円の予算が計上されていて、２月補正で 1,900 万円。約 2,000 万円ですね。半分近

くが減額されて、なおかつその残りの執行率が約 55％なんですね。当初から約４分の１し

か執行がなかったという計算になりますけど、この要因は。中山間を見ると、こちらの課

じゃないですが、執行残が大きいですけど、それ以外にも要因があるのかなと感じますの

で、まとめて御説明をいただけますでしょうか。 

◎井上産業振興推進部副部長 産学官民連携・起業推進課に移ってきた分と、先ほど申し

ました産業創造課へ行った分とが一緒になったのが 4,300 万円ぐらいありました。先ほど

御説明いたしましたように、事務費だけが産学官連携・起業推進課に残ってる状況です。

２月とかで結構減額になったりもしてますけど、そちらはシェアオフィスとか、それから

中山間地域での小規模企業を支援する、そういった部分の補助金が当初の見込みを下回っ

たことで、２月補正では減額してますが、そちらについては産業創造課に行った予算にな

ってまして、私どもの所管としてはこうち起業サロンの分の事務費のみでの執行という形

になっていて、不用は 200 万円ぐらい残っています。 

◎土森委員長 これは、平成 28 年度に残ったの。 

◎井上産業振興推進部副部長 移管されたのは平成 29 年度。今年度からです。 

◎土森委員長 平成 28 年度は予算としてそっちへ残っちゅうがやない。そうやないの。平

成 29 年度に何で移したの。 

◎井上産業振興推進部副部長 平成 28 年度から平成 29 年度の機構改革でシェアオフィス

の部分は、平成 29 年度から商工労働部に移りました。逆に、文化生活スポーツ部からココ

プラを産業振興推進部に移管し、起業とココプラが一体となって産学官民連携・起業推進

課が平成 29 年度からできました。 
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◎西森副委員長 商工労働部で、また説明があるということでよろしいですか。 

◎井上産業振興推進部副部長 シェアオフィス等の新産業に移った分については、商工労

働部から御説明をさせていただきます。 

◎西森副委員長 そしたら移った部署から説明があると。 

◎土森委員長 これ、以前から所管課が移ったときの質疑に困ることがあったよね。資料

としてきれいに出しておけばわかるが、言葉だけの説明ではなかなかわかりづらい。です

から、これ、常任委員会じゃないですからね。決算、予算が適正に執行されてるかどうか。

執行した予算でどれぐらいの成果が上がっているか、こういうことを決算特別委員会で審

査をしていくんです。そういうときに所管が移行する。事業がこっちの部からあっちの部

に移っていくとか。そういうところでいつもつまずくことがあります。事業の内容が移る

わけですからね。それとまた年度をまたいで移るときもありますしね。ですから今のこと

もずっと聞いてましたら、我々政務調査レポートを見て疑問に思うから質疑が出るわけで

すから。この分もわかりやすく資料としてつくり上げてみてください。 

◎西森副委員長 全庁的な問題やね。 

◎土森委員長 その辺資料をちゃんと整理してみてください。 

◎松尾産業振興推進部長 確かに執行したところと説明したところが違うということで十

分説明しきれないと、さっきの 500 万円から 250 万円減額も新たにうちへ移ってきた分で

実際執行してない分で十分説明しきれてなかったんですが、そういう問題が結局起こって

くることもございます。今のような話もありますので、全庁的な問題ですが、どのように

したら一番わかりやすいのか、きちっとした説明ができるのか、ちょっと全体で考えてみ

ないかんなと思いますので、そこら辺また整理させていただきたい。 

◎坂本（茂）委員 一番簡単なのは事業が移管した分は、ペーパーにしちょいたらえいで

すよね。ペーパーにして旧の所属、それで新しい所属をこうなってると。それで旧の所属

でどう執行されたかはもう口頭でじゃなくてペーパーで見たら。それは総務部なりが判断

したらえいがでしょうけど、そうすればそれほど難しい問題じゃないかなと思うんですが。 

◎西森副委員長 だから、この決算の説明資料は説明資料としてあると。それと、さっき

言われたように、説明をきちっと移管されたもの、移管したものをさび分けて課として説

明をするものというのがきっちりとそろってればわかりやすいのかなと。 

◎土森委員長 今、副委員長言われたように、そういうわかりやすい資料。 

◎西森副委員長 どうするのかという全庁的なもの。 

◎土森委員長 私も決算特別委員会６回目の委員長なんですよ。それで過去にそういう問

題があって、別に資料を作成して提出してきたことがありました。これ見たらよくわかる。

一方で、ことしの場合、平成 28 年度の決算やってますよね。これが今の説明どおりに移管

をしたりするところがありますよね。なかなかわかりづらい。審査する側は大事な部分を



- 12 - 

見つけて審査しゆうわけですから、その辺をきっちり整理したものを。この場合は２つの

資料を提出してください。全課、全部にかかわる問題だと思います。全庁的な問題として

整理するように。これは私のほうからもきっちり言っておきます。だから説明をする課長

も大変やし、それ頭の中でわかっててもなかなか口でだけでは説明ができにくいのもある

と思いますので、その辺ぜひ整理した資料を出してください。 

 以上で質疑は終わりますが、産学官民連携・起業推進課の説明等でいろいろ質疑に対し

て、しっかりした答弁ができなかった。これは厳しい委員長やったらもっと厳しく言って

ると思います。しかし、整理すべきところは整理をするということでありますので、しっ

かり今からやってください。 

以上で質疑を終わります。 

以上で、産学官民連携・起業推進課を終わります。 

〈地産地消・外商課〉 

◎土森委員長 次に、地産地消・外商課を行います。  

（執行部の説明）  

◎土森委員長 では、質疑を行います。  

◎坂本（茂）委員 幾つかお伺いしたいんですが、一つは主要な施策の成果の概要の中の

85 ページで、地産外商公社による外商活動の成果のところで、さっきも御説明あったんで

すが、成約件数 8,112 件で成約金額 28 億 4,800 万円。これ見方が正しいのかどうかわかり

ませんので、御説明いただいたらいいので。単純に割ると、１件当たり 35 万円ぐらいにな

るんですが、平均ですから大きいのから小さいのあると思うんですが、成約件数として１

件 35 万円というのは額的に非常には小さいのかなとか単純に思ったりするんですけど、そ

の辺ちょっと御説明いただけますか。 

◎合田地産地消・外商課長 食品ですので、１個１個の単価は 1,000 円とか 2,000 円とか

非常に安うございます。その１件というのはアイテム数でして、それらが、ある特定の売

り先について、そのアイテムが売れた金額がそれぐらいということで、物によって非常に

幅がございますので、平均するとそうなります。本当にそれよりさらに少ない場合もあり

ますし、もっと売れてる商品もあります。それは商品によってまちまちです。 

◎坂本（茂）委員 わかりました。アイテム数ということですね。  

◎合田地産地消・外商課長 はい。 

◎坂本（茂）委員 それと、高知家プロモーション事業費補助金の関係で、さっき認知度

が 35％でしたかね。昨年度末に 30.7％ということですが、この認知度の調査はどういう形

なのか。それと、県外と県内、それぞれ一緒にしているのか、県外の方だけなのか、そこ

を教えていただけませんか。 

◎合田地産地消・外商課長 この認知度調査は県外の方を対象にしております。首都圏と
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関西圏。首都圏は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県。それから関西圏は大阪府、京都府、

兵庫県、奈良県。こちらに在住されてます 20 歳から 69 歳の男女合計 5,000 人を対象にし

たインターネット調査で実施しています。 

◎坂本（茂）委員 せっかく首都圏と関西圏と分けて言うてくれましたので、それぞれの

認知度はどうですか。  

◎合田地産地消・外商課長 首都圏が 27.4％、関西圏が 34％です。 

◎坂本（茂）委員 部長は高いと見てるのか低いと見てるのか、あるいは将来どうなるべ

きだと考えていますか。 

◎松尾産業振興推進部長 聞き方はインターネット調査で、私の正直な感想から言います

と、認知度自体は非常に高いんではないかと。県外で３割の高知家という認知度があると

いうのは、かなりの認知度ではないかと思いますし、これを維持するのは相当なキャンペ

ーンも必要ですので、そこら辺まさに費用対効果もございますけれども、二、三十％とい

うラインを何とか保てば、もうかなり高知家としては浸透して、商品にもそのブランドを

つけてますので、そういった分野とか移住とかには役に立つというか、それを促進するた

めの数値ではあろうかと認識をしております。  

◎坂本（茂）委員 よく県民の方から聞かれるので、今、答えなくても後でできたら数字

でいただきたいんですけど、ペーパーでも結構ですが。過去にいろいろキャンペーンのた

めのビデオをつくったりとか、あるいはオンエアしたりとかいうのはあると思うんですが、

それが大体、例えば「爺―ＰＯＰ」でいけば幾らかかってるとか。制作の委託先、これ結

局、事業費補助金の中で一括されていると思うので、過去、このキャンペーンをやり出し

てから、それぞれのキャンペーンでどれだけ使っているか、その際の委託先はどこなのか、

後で結構ですので表にしていただけたらと思います。 

◎合田地産地消・外商課長 動画という整理でよろしいでしょうか。  

◎坂本（茂）委員 そうです。  

◎合田地産地消・外商課長 広末さんから始まって。  

◎坂本（茂）委員 動画。  

◎合田地産地消・外商課長 用意してお回しさせていただきます。  

◎土居委員 食料品の輸出額が平成 28 年度前年度比、4.4 億円から 7.2 億円と 2.8 億円増

加をしていますが、この平成 28 年度の成果として、どういう品目がどこの国に伸びたのか、

その辺の特徴的なものを教えていただきたいと思います。 

◎山本企画監 品目はユズと日本酒、それから加工品という３つの大ぐくりで捉えるよう

にしております。平成 28 年度に関しては、それぞれが 15％、20％とかなり伸びておりま

す。国でございますが、一番伸びた要因が、お茶の輸出が今まで間接貿易でして、こちら

の高知県の貿易の統計に把握しづらかった部分が、直接貿易に変わって数字が載ってきた



- 14 - 

ところが一番多くて、その関係でシンガポール、マレーシアなどが大きく伸びております。

土佐酒、日本酒に関しても、各蔵元が海外志向が強くなって取り組みを頑張ってますので、

前年度対比 21％と伸び率が大きくなっています。 

◎土居委員 お茶は、これからさらに伸びてくる可能性があるんじゃないかと思うんです

けど、お茶もＨＡＣＣＰというのは問われてくるわけですか。  

◎山本企画監 そうですね。国によってはやはりＨＡＣＣＰですとか、原材料の安全・安

心で有機ですとか、いろいろなものが問われてくると思います。  

◎土居委員 四国４県・東アジア輸出振興協議会があるんですけど、これずっとあると思

うんですけど。今回、シンガポール、マレーシア、輸出が伸びたこともあるんですけど、

これは協議会の成果と認識してもいいんですかね。それか、この協議会の成果を聞きたい

んですけど。  

◎山本企画監 シンガポール、マレーシアに関しては、直接、四国４県・東アジア輸出振

興協議会の成果というよりは、個々の企業とそれから個々の取り組みが大きいんですが、

四国４県の成果で申しますと、まず平成 28 年度については、中国の事業を高知県は取り組

みをしております。四国４県事業に取り組むものと、それから単独で取り組むものの考え

方ですが、単独で取り組むほうが高知県の利益になると、強みが生かせるものについては、

四国４県の事業ではなく単独で取り組むようにしております。一方、中国のように企業の

取り組みの意欲が対日感情の悪化等々ありまして、少し冷え込んでいるとか、商売自体が

難しいところに関しては、四国４県の枠組みを使って攻めていく戦略をしてまして、平成

28 年度については、中国の事業を四国４県の事業でしています。それからフェアなども、

高知県単県のフェアですと商品が少ないという地域に関して、アメリカは食品の規制が厳

しくなっておりまして、ＦＳＭＡに対応するために高知県単独ではフェアが打ちにくい状

況でありますので、平成 29 年度などはアメリカの事業を４県連携の枠組みを使ってやって

いくと。四国で売っていくことで、高知県としてもメリットがあると考えて取り組みをし

ております。 

◎土居委員 あとユズ、日本酒、加工品で、日本酒はこれまでＥＵを中心に輸出を伸ばし

てきて、プロモーションもやってきたんですけど、昨年、日本酒の販売促進の拠点がロン

ドンだったと思うんですけど、イギリスがＥＵから離脱するということで、何か今後の日

本酒の販売戦略についてどんな影響があるのか、また戦略の見直し等、県はどう考えてお

られるのかお聞きします。  

◎山本企画監 ロンドンに関しては、ＥＵからの離脱で、私どもも当初非常に状況の変化

を心配して、現地商社などを通じて情報の把握に努めたところです。全体的な冷え込みと

いいますか、先行きが不安なのでちょっとした買い控えみたいなものとか、少し商売のし

にくい状況はあるようには伺っておりますが、もともと高知県のロンドンのマーケットは
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大きくないんですが、土佐酒の取り組みをロンドンで始めた一つの要因としては、ロンド

ンがやはり世界に対してのアルコールの情報発信の一つの基地になっていると。ＥＵの中

では、食はフランス、アルコールについてはワインも含めてロンドンが情報発信基地だと

いう情報が複数の方からあり、そういう状況のもと３年間取り組みをしてまして、その部

分に関しては、人的なもの、制度的なもの、コンペティションの状況とか、ロンドンが中

心という状況は変わりませんので、今後も３年間で培ってきたロンドンの人脈などは生か

しながら、ただマーケットを拡大していくところにおいては、イギリスだけを攻めるわけ

ではございませんので、その人脈を使ってＥＵ全体、またＥＵでの高評価をアジアにもつ

なげていきたいと考えております。  

◎三石委員 地産外商推進事業費で、関東、中部、北海道とやってますね。やっていて反

省するところ、課題、問題点等、どういったところがあるのか。  

◎合田地産地消・外商課長 関西ですが、地産外商公社の職員を平成 27 年度から大阪グル

ープということで、大阪事務所内に配置しております。今年度で３年目ですが、これから

さらに関西での販路を開拓していくことが必要だと考えております。 

あと、中部は、地産外商公社の大阪グループが中部圏域も所管はしておりますが、日ご

ろいる場所が大阪ですので、日常的な外商活動がなかなかできていない。その分、名古屋

事務所が一定その外商の部分を担っておりますが、中部地区は、少し体制のことも検討す

る必要があると思ってまして、今後、中部地区の外商活動の強化を考えていきたいと思っ

ています。 

北海道は、高知県人会連合会に委託をしており、１人専属の方を置いていただいて、ホ

テルを中心に外商活動を行っていますが、平成 27 年度から県内の卸をされている事業者の

方が北海道に営業拠点を設けてます。それから地産外商公社も一定北海道で活動をしてお

りますので、引き続き県人会連合会に北海道の外商の部分をお願いしていくのかどうか。

その方もホテルには強いですが、量販とか卸とか広げていくところは難しい状況も見受け

られますので、地産外商公社、あるいは民間の事業者との連携によって、北海道の外商を

広げていく方向も見直していかなければならないのではないかと現在は考えております。 

◎三石委員 反省点、問題点、課題をお聞きしましたけど、よかったなというところもあ

ると思うが。 

◎合田地産地消・外商課長 地産外商公社の全国展開を平成 27 年度から始めまして、先ほ

ど申し上げましたように、大阪のグループを置いたことが非常に大きいと思っております。

例えば平成 27 年度は、900 件余りの成約でしたが、平成 28 年度はそれが 1,900 件、2,000

件弱ぐらいまでふえていますので、全国展開を始めた効果が大阪においては非常に大きく

あらわれたと思っております。 

◎三石委員 決算とは関係はないが、多くの会社と接する機会があるが、警察やったら捜
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査費というて出るわけよ。かちっと出どころはっきりしておればね。やっぱり昼間だけの

話というのは成立しない場合が多いんですね。夜ね。特に飲み食い。これがどうしても必

要になってくると思うわけね。職員の方、人と接すれば接するほどお金要るんですよ。政

治の世界もそう、そのあたりどうなってるのか。  

◎合田地産地消・外商課長 県職員よりは地産外商公社の職員が、バイヤーとか、いろん

な売り先にアプローチする機会が日常的にございます。地産外商公社の補助金の中に一定

そういう経費も計上して、県庁職員ほど厳しくはしてない状況で運用をさせていただいて

るところです。もちろん適正にはやっておりますが、それによって人脈を深め、外商を拡

大するツールには使わせていただいているところです。  

◎三石委員 どうしても必要なものは必要なわけですよ。そこらあたり予算の要求もして、

多くつけてもらったらいいですよ。そうしないと、自分の身銭はたいてまで大変だと思う

んです。応援しますので、ぜひ予算をつけてもらうように。  

◎坂本（孝）委員 まず１点目、先ほど、東京都、名古屋市、大阪府の食品担当の話が出

ましたけど、これは本当に大事と思う。東京事務所ではチーム制をとってまして、横に沖

縄の店もあるわけですけど、チーム制をとっているのは高知県だけなんですね。その成果

が外商の伸長につながっていると私は思っているわけですけど、先ほど中部事務所も固め

ていきたいというお話もありました。そういう中で、こういうセールスをする人が国内で

充実することも大事ですけど、貿易のほうになると台湾とかシンガポールあたりで委託し

て、事務所もあるわけですけど、それ以外に向こうの現地の人が高知県の産品を売ってい

く。そういう東京のチームのような取り組みをしていってもらえる体制づくり。これは外

国へ物を売るのにものすごく大事だと思うわけですね。向こうの嗜好がわかってますので。

そういう人を今後育てていく形があればいいと思うんですね。仁井田の会社に外国人が十

二、三人おるわけですね。いろんな国の人が来てるわけですよ。その人たちが将来的にど

うするかというと、その会社で学んだことをそれぞれの自分の国へ売り込んでるわけです

よ。民間の会社でそうやって業績が伸びてるところがある。県の事業も、そういう民間の

やり方を大いに取り入れてやる必要があると思うわけですけど、今後どうでしょうね。県

産品を外国で売っていくために外国人サポーターづくりとか、考えはございますか。  

◎土森委員長 平成 28 年度予算を通じて、そういう芽出しをやってますか。 

◎松尾産業推進部長 いろいろ活動をやってまして、これまでは現地へ高知側の貿易の意

識を高めるのが主でした。しかし、だんだん外へ出ていこうという気になってきて、実際、

随分ふえてまいりました。要は、これからは現地が大切になってまいります。現地も今お

っしゃったような形で、いろいろ商社とつながりが持て始めております。現地の商社のバ

イヤーに高知県をよく知っていただいて、展開をしていただくのが一番ではないかと思っ

ています。そういう意味では、現地の商社の方々ともっと色濃く高知をわかってもらう取
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り組みもせないかんと思いますし、高知のファンになっていただいて、海外で、タイの商

社もかなりこっちを向いていただいてますが、向こうで高知県産品を売り込んでいただく

という形をこれからとっていきたいと、もっともっと強めていきたいと考えております。  

◎坂本（孝）委員 ぜひ、そういう形でお願いいたします。  

それから、今、この貿易協会に委託しているシンガポールの事務所とか上海、それから

台湾、それから香港はまだないんですかね。それぞれの委託料の内訳と事務所の活用状況、

これはどんな形になってます。  

◎山本企画監 シンガポール事務所は、平成 28年は約 5,000万円の予算でやっております。

シンガポール事務所に関しては、シンガポール事務所への委託ではなくて、貿易協会の委

託料の中から、県庁でいうと配当替えみたいな形で、シンガポール事務所の予算として執

行する形にしております。 

それから、上海は事務所がなくなりまして、その分、民間のコンサルタントに業務を委

託しており、140 万円の委託料です。予算としては 140 万円ですが、調査の件数によって

減す部分がございまして、10 件の調査費の枠で予算を取っておりましたが、２件ほど決算

額として不用が出ております。 

それから台湾は、丸虎國際に業務委託をしております。740 万円余りの予算額ですが、

こちらも出来高払いでやっておりますので、最終的な委託料の決算が 529 万 7,000 円にな

っております。 

◎坂本（孝）委員 市場対応商品開発等事業費補助金で、24 件 124 商品の開発ということ

ですが、これはアクションプランに入った商品についてはもちろん、売り方とかいうもの

も相談受けられると思いますけれども、まだアクションプランへ入っていない段階で相談

したい。ここは、ココプラがあるわけですけど。その相談したい、そしてこんな商品を開

発したいと、いわゆる初期の段階でこの試作品をつくりたいというときに、この市場対応

商品開発等事業費補助金は活用できるものですか。  

◎合田地産地消・外商課長 この補助金は本当に小さい商品開発とか、地域アクションプ

ランとか、大きいものになかなか乗っていかないようなものをここで対応するようにして

まして、本当に試作品開発とか、アドバイザーにアドバイスいただきたいとか、そういっ

たことをこの補助金使ってやれるようなしつらえにしております。  

◎加藤委員 地産外商公社の事務所は事務費で計上していると思うんですけど、これは県

が借りてるほうがいいんでしょうかね。地産外商公社の運営補助金にその家賃も一緒に補

助するよりも分けたほうがいいんでしょうかね。どんな仕組みになってるんですか。  

◎合田地産地消・外商課長 現在はおっしゃるように県が借りて、家賃として県が払うと

いうことでございます。家賃交渉などもございますし、県の政策的にやる部分ですので、

今のところはやはり箱を用意するのは、県の予算として計上させていただく方向で考えて
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おります。 

◎土森委員長 事務費は。  

◎合田地産地消・外商課長 事務費の中に家賃が入っております。  

◎加藤委員 わかりました。やりやすいほうでやってるんだと思いますけど、その全体的

な政策効果なんか見る面では、一括して家賃も人件費も地産外商公社でやったほうが、何

か見える化しやすい気もします。その契約自体も、地産外商公社と家主で契約したほうが

すっきりする気もするんですけど、そこは対応をいろいろ検討いただければなと思います。 

それともう一つ、その上の地産外商推進事業費ですけど、関西、中部、北海道と推進事

業の委託料 3 つ並んでますけど、関西が一番少ないのはどんなことなんでしょうか。関西

が一番多くても不思議はない気もするんですけど。 

◎合田地産地消・外商課長 平成 27 年度に地産外商公社の大阪グループを置きましたので、

それまで大阪事務所が担っていた仕事、その外商の活動の部分を地産外商公社にシフトし

てますので、地産外商公社の経費の中に関西での外商活動の中心は移っていると。大阪事

務所がやってるのはＢｔｏＣといいますか、飲食店での消費者向けのＰＲとかはまだ一部

残っておりますが、基本的にＢｔｏＢの部分は公社が担うようにしておりますので、大阪

事務所のこの部分の予算はもうこれぐらいの規模になってるということです。  

◎加藤委員 地産地消・外商課の話じゃないかもしれませんけど、例えば東京事務所であ

れば、中央省庁への交渉とかいろいろな機能がありますけど、関西、中部、北海道。北海

道は全部委託してますけど、関西、中部に関しては地産外商公社との役割分担が今後どう

あるべきかが非常に大事な視点になってくると思うんですけど、どうお考えでしょうか。

どこまでが本当に県の事務所として必要な業務なのか、地産外商公社でカバーできる業務

なのか、今後どう役割分担を考えていますか。  

◎合田地産地消・外商課長 外商の部分、特に食品分野の外商の部分は、地産外商公社が

中心になると思います。ただ商工関係の仕事、企業誘致ですとか、観光関係の仕事は、公

社では基本的に扱っていませんので、そこは県外事務所が対応することで、そこのさび分

けになろうかと思います。  

◎加藤委員 この中部の事務所ですけど、事業費 420 万円の内容が全部、随意契約でずら

っと並んでますが、これは全部一つ一つ随意契約で適正としたものでしょうか。 

◎合田地産地消・外商課長 適正かどうかですが、法令規則に沿った形で随意契約をさせ

ていただいております。私も細かいところまで承知しませんが、当然、似たようなところ

もあると思います。入札まで至らなくても、そこは見積もり合わせとかでの対応はしっか

りやっていきたいと思っております。  

◎加藤委員 一つ一つ課としても精査していっていただきたいと思います。私も細かい業

務はわかりませんが、このフェアのマネキン業務なんか、大阪でもやってますけど、大阪
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だと８万円とか 10 万円とかの委託ですけど、名古屋になると 38 万円とか 77 万円でやって

ますし、なおかつ随意契約でやってるわけですよね。業務自体が違うんだと思いますけど。

このあたりも差が出てるのはどんなことでしょうか。 

◎合田地産地消・外商課長 細かいところまではちょっと承知しておりませんが、フェア

についても、１週間のフェア、１カ月かけてやるフェア、その期間自体が違いますので、

そういう部分はしっかりと確認しながら、名古屋が大阪に比べて非常に過大な委託料を払

っていないかとか、十分に注意して執行をさせていただきたいと思います。  

◎加藤委員 そこら辺もしっかり確認しながら行っていただきたいと思います。  

◎西森副委員長 基本的なことで教えていただければと思うんですが、成約件数 8,112 件

は、物すごくふえてきてるわけで、これは新たな成約件数でいいのか。それと成約の金額

ですが、売り上げなのか、成約金額とはどういうものなのか。  

◎合田地産地消・外商課長 成約件数は、当然ながら、新たに商品の契約もございますし、

ずっとこれまでやってきてますので、定番的に契約が続いておる商品もあると思います。

そういう中で、平成 28 年度の成約件数が 8,112 件だったと。金額は、要するに県内事業者

と売り先と実際に契約された、事業者にとっては売り上げになります。 

◎西森副委員長 ざっくりとした話になるわけですけど、言ってみれば、地産地消・外商

課の年間の課としての予算額は約 10 億円なわけですね。そういう中で 28 億円の成約があ

り、また先ほどの食料品の輸出でも７億円余り、そういうことを考えると。そこは地産地

消・外商課としてというよりもほかのところの課の取り組みがあって、最後のところで売

り込んでいくのが地産地消・外商課の役割ということになっていると思いますが。地産地

消・外商課だけを見ると、非常に大きな成果が出ていると感じます。たださっき言ったよ

うに、いろんな課の取り組みがあって、そこの出口のところにあるところとは思いますが。

いろんな事業をやっていってる中で売り上げも伸びてきている。職員の皆さんにぜひ意識

として持っておいてもらいたいのは、売り上げもそうなんですが、会社自体が売り上げに

よってきっちりともうけとしても出ているのかどうなのか。また、それが雇用だとか設備

投資までつながっていっているのか、もっと先のことを言うと、先ほどの計画の起業のと

ころでも言わせていただいたんですが、大きなビジョンとして税収として反映がされてく

ると。予算を、公費をつぎ込んでいって、さまざまな事業を展開している。それが最終的

に雇用であったり、税収であったり、そういうものまでつながらせていくんだと、いう意

識を持った上で県の職員の皆さんにはさまざまな事業に取り組んでいっていただきたいと

思いますけど、そのあたり部長のお考えを。 

◎松尾産業振興推進部長 まさにそのとおりだと思います。今まで外商でいうと順調に伸

びてきました。それと、地産外商公社を通じて成約するとか、フェアへ出ていくとかいう

事業者も随分ふえてまいりました。当初からいうと、今、何倍にもふえてますけれども、
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一番変わったのは事業者の皆さんの意識が変わってきたことだと思います。ただ、おっし

ゃるように、それが新たな拡大再生産につながるのかどうかというと、これがまさに勝負

でして、設備投資もまだまだそこまでつながってない状況だと認識してます。まさにこれ

から先も売れ続けるという確信を持たないと、設備投資にも踏み切れないという実態がご

ざいますので、何とかそこに結びつけるように、県ももちろん、産業振興推進部もちろん

ですが、関連の各部とも連携して、そこまで持っていけるようにぜひやっていきたいと思

っております。  

◎西森副委員長 ぜひ、頑張っていっていただきたいと思いますし、最終的につぎ込んだ

事業費以上の税収がはね返ってくるぐらいのところまで見据えた取り組みをやっていって

いただければと思います。 

◎吉良委員 この事業者数というのがわからない、これアイテム数なので、事業者数、そ

れから取引先の事業者数もあわせて示していただければいいと思うんですが、1.2 倍とな

るけど、事業者数も本当にふえてるのかな。 

◎井上産業振興推進部副部長 取引先の事業者数は平成 23 年が 350 社で、平成 28 年には

992 社まで伸びております。それから、県内での成約事業者も平成 23 年が 113 社、これが

平成 28 年は 177 社までそれぞれ拡大をしております。 

◎土森委員長 以上で、質疑を終わります。 

これで、地産地消・外商課を終わります。 

資料を２つ提出をお願いしておりますので、それをこの産業振興推進部が終わるまでに

整理して提出していただいて、それに対してまた質疑があると思いますので、用意をして

おいてください。 

昼食のため休憩をいたします。再開時刻は１時 30 分といたします。 

 

（昼食のため休憩 12 時 26 分～13 時 29 分） 

 

◎土森委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

〈移住促進課〉 

◎土森委員長 それでは、移住促進課を行います。 

（執行部の説明） 

◎土森委員長 質疑を行います。 

◎坂本（孝）委員 コンシェルジュの関係ですけど、県庁へ７名、ふるさと回帰支援セン

ターへ３名ですが、説明の中でコンシェルジュの欠員が原因となって不用額が 1,200 万円

ということだったですけど、本来のこのコンシェルジュの数は何人になっていますか。 

◎辻移住促進課長 先ほど申し上げた高知７人、東京３人、合わせて 10 人が本来の定数で
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す。途中で自己都合等により退職された方がおいでて、すぐに後任が見当たらなかったも

ので、その間残りのメンバーでしのいできた期間が一定期間ございました。具体的に言う

と、高知の７人に欠員が生じて６人で回しておった時期もあり、その関係で不用が出てお

ります。 

それと東京３人のうち１人欠員が出て、東京が２人で回してた時期がありました。その

後、東京は年末に補充ができて今３人です。年度途中の段階では７人、３人とそれぞれ定

員まで雇うことができましたけど、空白の期間が一定期間ありました。 

◎坂本（孝）委員 この移住の成果が 1,300 人ということで。 

◎辻移住促進課長 1,037 人です。 

◎坂本（孝）委員 ことしも去年並みにいい形で進んでいますが、２つ教えてもらいたい

のはこの移住の東京と県内の相談件数と、それから移住した去年の 1,000 人ぐらいも含む

わけですけど、これまでの移住してきた方がどれだけ定住してくれてるのかわかりますか。 

◎辻移住促進課長 まず、相談件数でいいますと、新規の相談者数になりますが、平成 28

年度は 3,740 人。東京が延べの件数になってる可能性がありますけど、534 件あります。 

それと、もう一点の定着の状況ですけど、移住してきた方の２年後の定着状況をアンケ

ート調査で把握するように今、試みをしておりまして、アンケート回収率が 60％程度なん

ですが、お答えいただいた方の定着状況を見ると、87％の方が県内に定着をしていただい

ております。 

◎野町委員 先ほど、産学官民連携・起業推進課から御報告のあったことと少し関連しま

すが、当課の移住促進課のナンバー３の資料の３ページの起業・就業支援研修委託業務で、

特に起業に関わる部分で 720 万円、それから小規模起業促進事業委託業務、一番下ですね、

550 万円という予算が計上されてそれぞれ使っておられるわけですが、前段に話をしまし

た土佐ＭＢＡでも同じように起業を目指す方々も含めて 3,006 人の研修生もおられたとい

うことで、以前から疑問に思ってたんですけど、県外から県内に移住をしてくる方で結構

起業を目指してたり、いろんなことでノウハウを持った方々を県としても県内に来ていた

だくみたいなお話もあるわけです。この土佐ＭＢＡとこの研修との関連性というか、最初

はここでやっといてあと土佐ＭＢＡでみたいな話も含めて教えていただきたいと思います。 

◎辻移住促進課長 この３ページの事業でいいますと、まず一番下の小規模起業促進事業

委託業務は、既に高知に移住されてきておられる方が高知で起業したいとなったときに、

いろいろ地域地域で起業のための相談に乗っていくための業務を委託したものでして、委

託先としてここに例で「いなかみ」が載っていますけど、要は移住者のサポートをしてい

る団体が地域の起業もサポートしているケースが結構あります。そういったこともあって

当課で予算化をして、平成 28 年度は実施させていただきました。委員がおっしゃったよう

に、一定ここで入り口の部分を学んだ後は、土佐ＭＢＡにも誘導して、本格的に起業に向
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けてのスキルを高めていっていただくと。このような図式で考えて事業展開を始めました。

ちなみに、そういったことでココプラでやる起業の取り組みとも大いに関連性が深いとこ

ろがありますので、今年度からこちらの事業は産学官民連携・起業推進課に移管をして、

土佐ＭＢＡへの取り組みと一体的に業務をやっている状況です。 

それから、２つ上の 720 万円の起業の研修は、こちらは東京と大阪で座学の研修をしよ

うと始めました。東京、大阪にいながらにして高知で起業するための入り口の知識が学べ

るところを狙って、我々、移住促進課で予算を組んで始めているところです。これも、実

際高知に移住がかなって、当初の希望どおり起業がしたいということであれば、土佐ＭＢ

Ａへおつなぎをしていく設計で考えています。 

◎野町委員 そういうことで考えると、平成 28 年度の産学官民連携・起業推進課のお話の

中で、県がサポートする起業としては目標 100 件で、平成 28 年度実績として 28 件という

話なんですが、要するにこういう事業をどれぐらいの方が受講されて、かつ起業まで至っ

たケースがこの 28 人の中に恐らく入ってるんだろうと思うんですけど、これがどれぐらい

あるものなのか教えていただきたい。 

◎辻移住促進課長 下から３行目の 720 万円の起業の事業でいいますと、平成 28 年度は東

京、大阪でそれぞれ座学をやって合わせて 40 人の方にこの起業の研修を受けていただき、

うち６人が本県へ移住となりました。ただし、起業をされた方はこの６人の中にはおいで

ません。結果的に途中で起業を断念されて、県内企業の就職面談を受けてそちらに回って、

結果的に６人全員が就職になっています。 

◎野町委員 結果的には県外から来られて起業された方は、いらっしゃらないということ

ですけど、先ほど決算特別委員会の意見に対する措置の中でもありましたように、高知県

移住促進・人材確保センターもできて、県外のノウハウを持った方々にこっちへ移住して

いただいて、それで起業もということも、さらに必要性が高まってくるんじゃないかと思

うので、ぜひうまく生かしていただいて県外のすばらしい能力を県内で発揮していただけ

るように、よろしくお願いしたいと思います。 

◎土居委員 先ほどの説明で、移住者の定着状況の調査が平成 27 年から始めて、今年度は

２年目ということなんですけど、先ほどアンケートによってその調査をしているというこ

とで、回収率は 60％でそのうち 87％が定着ということですけど、残りの 40％に対するそ

の件の後追い調査というか、状況把握的なことはなされないんですか。 

◎辻移住促進課長 一番近い窓口として各市町村の窓口が完備されてきましたので、基本

的に各市町村の窓口でどこまで個人の情報を把握できるかに行き着くのかなと思っていま

す。入ってきた後で個人情報を収集するとなっても、なかなか限界がありますので、要は

移住してくる手前、相談をいろいろ承る段階でしっかりと御相談にも乗りながら、基本的

な個人情報も把握させていただいて、最終的に何々町の何番地にこの人は移住したという
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あたりまで把握する、入り口部分でしっかり把握できる形に持っていくのが一番大事なこ

とじゃないかなと思っています。 

◎土居委員 これから移住促進・人材確保等のデータベース化を一方で図っていく中で、

そのサポート体制、移住促進を図っていくための入り口、その後もですね。どこで何をし

てるかっていう、そこまで詳しくなくても高知にいるかどうかぐらいのデータはですね。

まして年間 1,000 人といったらそんなにデータベースとしては多いことでもないんで、市

町村との連携のもとにやれるんじゃないかなと感じるんですけど。 

◎松尾産業振興推進部長 後までのフォローは理想的だと思います。一時的に住んでもら

うことが目的ではなくて定住が目的ですので、そこら辺は後々も重要やと思いますが、一

方でプライバシーの問題等がございまして、移住者の方の中には後追いされるのを嫌がる

方も正直いらっしゃいますので、そこはどこまでできるのか難しい面があります。ただ、

せっかく移住されてきた方が将来にわたってその地域で残っていただくということですの

で、地域でうまくやっておられるのかどうかは、地域の相談員が常日ごろ、この人は県外

から来られてっていう形で、ちゃんとフォローができ目配りができる形が重要やと思いま

すので、そこら辺は新しい今度の組織もあわせて、どんなやり方があるのか検討もしてい

かないかんと思ってます。 

◎坂本（茂）委員 移住促進事業費補助金の不用額が 2,300 万円ほど出てるということで、

さっき説明の中で国の地方創生の事業に振りかえられた市町村があってその分が減額にな

ってると。その事業と県がこうやってやってる補助金とどっちを使うほうが市町村は有利

なのか、あるいは使い道が違っていて、県を使うのか、あるいは国のをそのまま振りかえ

て使うのか、その辺はどんな仕組みになる。 

◎辻移住促進課長 移住のパーツだけ取り出してみれば、恐らく国の交付金も県の補助金

も充てれるメニューは大差がないと思います。一方で国の創生交付金はその名のとおり地

方創生に取り組む事業全体を後押しするもので、それこそ流出防止も含めたさまざまな地

方創生のためのいろんなハードも含めた事業に充当できることになってますので、対象メ

ニューが広うございます。そういった意味で、県の補助金でも対象になってる部分はとり

あえず県の補助金を使って、そのほかの部分をこの国の交付金を活用する市町村もこれま

ではあったんですが、県も当然ながら予算にも限りがあるという事情もありますので、今

後の運用として、この国の交付金をまずは優先的に活用する形で市町村に働きかけをして

いこうかと内部で検討を進めてます。 

基本的には条件等はいずれを使っても２分の１の補助率になりますので、市町村にとっ

ては差異はないと考えています。 

◎坂本（茂）委員 わかりました。そしたら県はどうしても一財が入ってることもあるん

で、そういう意味では国を先に使ってもらうことに誘導していくということですか。 
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◎辻移住促進課長 はい、そういうことです。 

◎西森副委員長 680 組 1,000 人余りが昨年移住されたということですが、その 1,000 人

の方がどういった方なのか。年齢構成の特徴的なもの、あと地域に差が出ているのかどう

か。東のほうは非常に多いとか幡多地域が多いだとか、そのあたりをもう少し詳しく教え

ていただければと思います。 

◎辻移住促進課長 683 組のうち、279 組が県のコンシェルジュを通って入ってきた方たち

です。この 279 組は属性が一定分析できてますので、そちらのデータで申し上げますと、

まず年代、20 代、30 代、40 代という比較的若い世代の方で 85％程度を占めます。若い方

が圧倒的に多い状況です。それから移住前の住所地でいうと、東京周辺で大体４割、大阪

周辺が大体３割、これで７割以上を占めてますので、東京、大阪が非常に大きな供給源に

なっています。それから、若い方が多いこともあって、当然ながら移住してきてからも高

知でお仕事をされる方が圧倒的で、移住後のお仕事の状況を見ると、一般的な就職、会社

等への就職をされている方が 42％、次に多いのが１次産業へ従事した方で 24％という感じ

になっています。あと、地域バランスといいますか移住者が入ってきている地域でいうと、

確かに一番多いのは高知市になるんですけど、ある意味高知市に一極集中することなく、

適度に県内全域には散らばっています。ただ、そんな中で昨年度の傾向を見ると、２位が

黒潮町、３位が宿毛市、４位が四万十町、５位が四万十市ということで、２位３位４位５

位あたりを西が占めてます。次に、６位室戸市、７位安芸市と東部も入ってくるんですけ

ど、総じて言うと西のほうが若干厚目に入ってきている傾向はあります。 

◎西森副委員長 こういう移住される方は当然、住民票を持っている。そこは個人情報的

なことがあって掌握できるできないっていうのはあろうかと思うんですけど、実際に住民

票まできっちりと移してやってるのかどうか。それと、組数と人数でいうと大体１組平均

２人いってないということは単身で来る人が多いのかとか、そのあたり教えていただけれ

ばと。 

◎辻移住促進課長 移住の担当をしているところが住民票の担当とはまた違うもので完全

にはリンクしてないんですが、基本的に高知で新たな生活を始めることを大前提にして、

移住の担当部署ではずっとやりとりをした上で、空き家とかお仕事を御紹介していますの

で、生活する以上は住民票を移していただくことが、もろもろの行政サービスを受ける上

でも恐らく必須になってくると思いますので、そこはもうほぼ移してらっしゃるんだと思

います。あと、年代のところで申し上げました 20 代から 40 代が多い中で、特に昨年度は

20 代がかなり多かったというのがあります。ということで、おのずと単身の方が必然的に

多くなってきて、５年ぐらい前のデータでいくと、１世帯２人というカウントで大体 500

組なら 1,000 人という関係性があったんですけど、ここへ来て若い世代が非常に多いこと

もあって、人数は、1.5 人とか 1.6 人とかに落ちついてきている状況です。 
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◎西森副委員長 最後に、若い方が 85％いるということで、実際、高知のどういったとこ

ろに魅力を感じて来られてるのか。そのあたりをわかってれば教えてもらえればと思いま

す。 

◎辻移住促進課長 アンケートを実施して上位を占めてくるのが「人」。この高知の人柄で

すね。温かい本当に親しみやすい県民性を挙げられる方が多いです。あとそれから「暖か

い」これ気候が暖かいという暖かい。それから、「食べ物」「自然」こういったキーワード

が大体アンケートでは常に上位に上がってくる項目です。 

◎土森委員長 質疑を終わります。 

これで、移住促進課を終わります。 

〈地産地消・外商課〉 

◎土森委員長 それでは、地産地消・外商課の説明を求めます。 

◎合田地産地消・外商課長 午前中の坂本委員からの御質問で高知家のプロモーションに

関して、ＰＲ動画についてどれぐらいの経費が製作費としてかかってるかというお話でご

ざいまして、それを一覧にさせていただきました。平成 25 年度から高知家プロモーション

をスタートしておりますが、平成 25 年度のスタート時につくったＰＲ動画、広末涼子さん

に御出演いただいたものですが、そこは 630 万円の制作費。２年目、これも広末涼子さん

の「お裾分け」で 1,890 万円。ただ、この２年目は、実はこの金額、地産地消・外商課の

補助金の中に含まれておる金額で、そこから昨年までは電通に委託をしておりまして、電

通に公社が払った会計書類から拾っておるんですが、２年目は、このときは東京で記者会

見をやっており、その経費がこの製作費の中に含まれてますので、そこは正確にわからな

いんで、数百万円は記者会見に要した費用が含まれていると思われます。それから３年目、

「高知家ＡＬＬＳＴＡＲＳ」これも広末さんですが、1,300 万円余り。それから、平成 27

年度、広末さんの動画に加えて、爺-ＰＯＰの第１弾「高齢バンザイ！」の動画を制作しま

した。これが 930 万円余り。それから平成 28 年度は、いわゆるスタート時のタレントに御

出演していただいたＰＲ動画をつくっておらず、爺-ＰＯＰの第２弾「Ｉ Ｗａｓ Ｙｏｕｎ

ｇ」をつくっております。これが 1,050 万円余り。それから同じく平成 28 年度、きょうの

午前中の説明でも申し上げましたが、ポジティブ力があるというスローガンで県民の皆様

から動画を募集して、それを最終的にそれらを使って集大成の動画をつくっておりますが、

これが 800 万円余り。それから、今年度ですが、島崎和歌子さんに御出演いただいたスタ

ート時のＰＲ動画。まだ予算ベースですが、970 万円程度の予算と、こういった状況です。 

◎坂本（茂）委員 これ平成 28 年から平成 29 年、今までずっと電通だったのが日本経済

広告社になったのは、電通で過労死自殺の問題があったこと等によるものですか。 

◎合田地産地消・外商課長 そういう意味で排除というわけではなく、電通がプロポーザ

ルに参加されなかったということです。 
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◎坂本（茂）委員 わかりました。 

〈産学官民連携・起業推進課〉 

◎土森委員長 それでは、ビジネスチャレンジ支援補助金の決算内容について、資料が提

出されましたので、産学官民連携・起業推進課の説明をお願いします。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 午前中の加藤委員からの御質問にお答えします。お

手元に平成 28 年度ビジネスチャレンジ支援補助金の決算内容の資料をお配りしています。

当初予算 500 万円の決算内容なんですが、当初考えていたのが、ビジネスプランコンテス

トの受賞者への補助金交付を６件で上限 50万円の補助金で 300万円がビジネスプランコン

テスト絡みで想定をしていた額になります。それとビジネスプランコンテスト以外のもの

として、50 万円掛ける４件の 200 万円で合計 500 万円が当初予定していた予算額になりま

す。その中で、２月の段階で、ビジネスプランコンテストで 300 万円のうち 250 万円を減

額。自己資金で補助金を使わないのが２件と、年度内の事業完了が見込めないということ

で翌年度に見送ったものが３件で、50 万円掛ける５件の 250 万円を２月の減額補正でお認

めいただいた状況です。 

その後２月補正の段階で５件の交付を見込んでおりましたが、１件が年度内の事業完了

が見込めない可能性があるということで申請を見送りましたので、決算額として、最終的

に 50 万円が２件と、あと 48 万 9,571 円のものが１件、17 万 9,295 円のものが１件の合計

４件の決算額になり、不用額として最終的に 83 万 1,134 円が出ております。 

◎加藤委員 要するにこのビジネスプランコンテストの賞金がここに入ってたということ

ですね。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 実は、ビジネスプランコンテストというのが２つご

ざいます。こちらのほうで説明したビジネスプランコンテストは、高知県と協定を結んで

いる企業と連携した、賞金が出ないコンテストを平成 27 年、平成 28 年の２カ年やり、そ

のフォローのための補助金がこのビジネスチャレンジ支援補助金になっています。それと

は別に、昨年の２月に県の直営で初めて本選を開催した「高知家ビジネスプランコンテス

ト」という、賞金見合いの補助金が出ているコンテストありますが、御説明をしたビジネ

スチャレンジ支援補助金は、県直営のビジネスプランコンテストではなく、協定先の企業

と一緒にやったコンテストに対する事業化に向けた助成になっています。 

◎加藤委員 ちょっとすっきりしました。この資料の 102 ページ、103 ページで御説明い

ただいた産学官民連携推進費の中のビジネスプランコンテスト開催等委託料の分ではない

わけですか。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 別のものになります。 

◎加藤委員 それとは別に、もう１個の高知家ビジネスプランコンテストの予算はどっか

に計上されてるんですか。 
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◎池澤産学官民連携・起業推進課長 県直営のやつは補助金を別に計上しております。今、

お手元にお配りした資料のコンテストは予算はなく賞金がないという内容になっています。 

◎松尾産業振興推進部長 補足ですけど、ここでのビジネスプランコンテスト、県と協定

を結んで連携をしてる企業が主催したということで、特に県予算はございません。ただ、

中身としてこれを起業に結びつけていくために、手だてがいるだろうということでこの予

算化をしておったんですけれども、結果的には、２件は自己資金、あとは先送りという形

になったということです。コンテストそのものについては県予算はありませんが、第１段

階のビジネスプランコンテストがあり、それは連携先企業が主体になってやり、それを具

体化するために、一部事務費が県の予算としてありますけれども、大きな予算を使ってや

ったものではないです。そこで出てきたアイデアを起業に結びつけるために、この補助金

を構えたが、実際はこれを使った案件がなかったため減額したということです。 

◎坂本（茂）委員 結局、委託料調べの３ページにあるビジネスプランコンテスト開催等

委託料と、最初質問した４ページにある補助金調べのビジネスチャレンジ支援補助金の関

係性がなかなかわかりにくい。違うもんですよね。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 はい。 

◎坂本（茂）委員 ４ページのことだけ説明したらえいがじゃないです。 

◎土森委員長 そうです。説明してください。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 ４ページのビジネスチャレンジ支援補助金の関係の

ビジネスプランコンテストは、予算は事務費の一部でやっている賞金のないコンテストに

なっていまして、県との協定先と一緒に取り組んだものになっています。その内容を事業

化に向けてサポートと、後押しするのがこのビジネスチャレンジ支援補助金になっていま

す。 

◎西森副委員長 先ほどの１枚ペーパーでもらった資料の決算額４件の後ろの括弧書き①

引く（②プラス③）とか、これはどういうことなんですかね。 

◎松尾産業振興推進部長 これは件数で、①が上の 10 件。10 件マイナス件数の上の②が

５件、一番下の③が１件ですので、10 件マイナス６件で４件ということになります。 

◎土居委員 これ当初 500 万円で実際、最終的には不用額がかなり多い。すごくもったい

ない気がするんです。単純な質問ですけど、年度内の事業完了が見込めないということが

どういうことか、この対象となった事業は、しっかり審査を受けて選ばれた事業化プラン

なわけですよね。そういったプランがなぜこういった事業が使えない状況になってくるの

か、その辺のこの事業の組み方というかあり方というか、その辺に問題、課題があるんじ

ゃないかと感じるんですけど、その辺はどうなんでしょうか。 

◎松尾産業振興推進部長 当初でこれ組んでますので、500 万円というのはある意味想定

で組んでますけれども、これが実際事業として展開されるのかどうかはその後でわかるこ
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とで、ビジネスプランコンテストで入賞というか、一定残ったものを支援しようという形

ですが、結局、当初想定して、実際展開するときの中身がどういうものが出てくるかわか

らん段階で予算化してますので、こういうような形になったと思います。確かに予算とし

てこういう組み方でいいのかどうかは、また検討せないかんと思います。 

◎土居委員 ちなみにこのビジネスチャレンジ支援補助金を得られなかったプランは、そ

の後どういうことになるんですか。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 この見送ったプランは、今年度のビジネスチャレン

ジサポート補助金で対応しております。前回開催したのが 10 月末ぐらいというところもあ

り、どういった内容で事業をしていくのかを整理をする中で、３月までに難しいというこ

とで４月以降に申請がありましたので、今年度予算で対応している状況です。 

◎加藤委員 そしたらそのビジネスチャレンジ、ビジネスプランコンテストでやったこの

６件は大体実現に向かって進んでるという認識でいいんですかね。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 ビジネスプランコンテストの６件はそれぞれ今年度

取り組もうと進んでいます。まだ補助金の交付申請が出てきていないものも一部あったり

するんですけれど、それぞれココプラのコーディネーター、アドバイザーを含めてサポー

トしながら進めていますので、進め方はいろいろと違いはありますけれど、進んでいる状

況です。 

◎加藤委員 そしたらもう１件の事業費を組んでたほうの、ビジネスプランコンテスト、

こっちの受賞の分はどうなってますか。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 高知家ビジネスプランコンテスト、県直営の分にな

りますけれど、そちらは２つの部門に分けて昨年度開催しました。入賞者は実際に起業に

向けて動き出している案件もふえてきて、全部で 15 件入賞したうち、実際に起業に向けて

法人化したところも出てきている状況です。 

◎加藤委員 具体的に御説明いただけますでしょうか。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 ローカルビジネス部門で優秀賞をとられた方がクラ

フトビール、高知県の食材を使ったビールをつくりたいと。この方は大阪の方ですが、実

際にクラフトビールをつくるために、ことしに入って酒造免許を取るために法人化をして、

実際に年度内には販売ができるという状況になっています。あと病児・病後児保育の関係

で入賞された方はもう既にＮＰＯ法人格をとられて事業を進めている状況で、それぞれ早

い方は実際の法人化もされて進んでいますし、これからだんだんと事業化に向けての具体

的な動きが出てくる状況になっています。 

◎加藤委員 ビジネスプランコンテストを行って実際にやるまでに、それぞれの事業者に

よって進捗度合いが違うんだなということがよくわかりました。ただ一方で、このコンテ

ストをやるときに、アイデアはあるんだけど実際にプレーヤーがいないみたいなことがあ
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ってしまうと、実際のビジネスにはならないわけで、プランコンテストになっちゃうわけ

ですから、そこをいかに実践的なものにして今後につなげていくことが大事だということ

は言うまでもないですけど、そこは１点あると思うんです。 

もう一つは、県が当初想定してたビジネスモデル、それはどんなのが出てくるかわから

ないですけれども、思いとしてはイメージがあったと思うんです。こんなふうに企業に育

っていただきたいなとか、こんなビジネスが出てくるといいなとか、そういう当初のイメ

ージと実際の成果がどうなってるかというのはどうお感じでしょうか。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 当初のイメージ、拡大再生産の一環での起業支援で

すので、例えば飲食業とか理美容とか、そういった高知県内の市場を食い合うようなもの

ではないものがもともとの想定でした。新しいビジネスを生み出す想定でして、そこは今、

産学官民連携・起業推進課に御相談に来るとかビジネスプランコンテストに参加されてい

る方は、思ってたのとは違うと思います。女性、若者が非常に多くて、そこが想定とは違

っていたところなんですけれど、実際に自分の困っている子育ての関係の起業をしたいと

いうことで、先ほど病児・病後児保育の話があったりとか、子供向けの教育アプリをつく

ったりとか、そういう女性の方が非常に今、企業コンシェルジュに御相談に来られている

なと感じていますので、ぜひ若者や女性含め、自分の困り事をビジネスにしていく、そう

いったことを後押ししていきたいと思っています。 

◎加藤委員 1 件 50 万円の支援ということもあると思うんですけど。ぱっと受賞者の方々

見たときに、どれも題名を見る限りすごく必要なことであるなとは思うんですけど、一方

でビジネスというよりも、社会的起業家というか、ＮＰＯの方も募集されてらっしゃる方

も多いし、一般社団法人も応募されてらっしゃるんですけれども、そういう意味では、起

業とかビジネスという言葉とまたちょっと違うイメージになってるんじゃないかなとも思

うんですよね。大事なことなんですけど、当初描いてるイメージと実際の応募の方々とど

うマッチしてるのかなっていうところは感じるんですけどね。どうでしょうね。そのあた

りもう一度。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 社会課題解決型のビジネスが多いというのが実感と

してあります。それを起業するときに小さく始めて自分たちの困り事を解決していく、課

題に思っていることを何とかしよう、それを起業という形で実現していこうということに

なっていますので、どうしても社会課題解決型というところは多くなってきますけれど、

それが全国的に展開していくようなものになればいいなと思っています。 

◎加藤委員 全国的にはっきりしていくようなビジネスになるんでしょうか。 

◎松尾産業振興推進部長 今、課長が説明しましたとおり、地域課題・社会課題を解決し

ようというテーマが結構多いことはある意味望ましい方向かなとも思っています。これは

高知県先行していますが、全国的にこれから同じような課題が広がってくることは間違い
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ございませんし、そこら辺を早く手をつけてどう展開していくのか考えると、一つ一つそ

んなにばかでかくはならないかもしれませんが、一定ビジネスにつながるだろうと思って

ますし、そこら辺のテーマも含めて、起業コンシェルジュ、専門家も入ってもらうように

してますし、事業化が近づいたときには資金計画等も必要ですので、金融機関の方にも入

っていただいて、ビジネスとしてどうなのかという目で見てもらいたいということで、今、

実際参加もいろいろお願いをしてます。そんな形で最初は小さくてもそうやって地域の課

題を解決して、日本の課題を解決するということにつなげていきたいと考えてまして、一

つの大きな分野としてはそういう分野が高知県ではあり得るのかなと思いますので、その

部分には力も入れていきたいと考えてます。 

◎加藤委員 今後しっかり御説明いただければと思います。揚げ足をとるわけじゃないで

すけど、50 万円の補助金が多分そういう方向に作用をしてるんだと思うんですよ。この社

会課題を解決する視点というのは非常に大事な視点ですし、この方々のやろうとしている

ことは非常に重要なことだと思うんですけど、当初描いてたイメージとこのビジネスチャ

レンジコンテスト、２つやってますけど、その方向性がイメージの方向性で進んでるかど

うかっていうのをもう一回チェックをしていただいて、今後のやり方につなげていただき

たいと思います。決して否定をしてるわけじゃないですけど、補助金 50 万円から全国に波

及していくイメージが余り湧かなかったもので、そこを聞きたいんですけど。 

◎松尾産業振興推進部長 この 50 万円はビジネスチャレンジコンテストという形をとっ

てますが、これは一つの呼び水と思ってまして、これで全てビジネスが成り立つ、できて

いくとは全く考えてません。ビジネスプランコンテストも、全体からいえばちっちゃい固

まりでして、今、大きな仕組みを順々につくってますが、起業コンシェルジュも 10 名配置

をし、そこの相談を受ける態勢もやっと整ってきました。そういうような、いろいろ伴走

支援をしながら、ビジネスとして育て上げていくことが重要だと思ってますので、このビ

ジネスプランコンテストは私どもは単なる入り口だと考えています。これが終点ではござ

いませんので、そういった大きなビジネスに育つように、いろいろな関係者の方、専門家

の方も入っていただいて一緒に考えてどんどんレベルアップしていくことがこの取り組み

の眼目ですので、まさにこのビジネスプランコンテストだけではない、全体でやっていか

ないかんもんだと思ってます。 

◎土森委員長 これ、切り口、入り口。それも大事なことですよ。ただ 50 万円という補助

金といったら公金でしょう。ですから、そういうところに非常に慎重に対応していかない

と、見通しが甘いということになってくると無駄になってくる。それが 50 万円が５億円ぐ

らいになれば、それは当然そういうことを目指してるかもわからんが、平成 28 年度決算の

中で、予算の組み方について、監査の指摘を受けてないですか。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 それは受けてはいない状況です。 
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◎松尾産業振興推進部長 委員長おっしゃるとおりでして、これ 50 万円そのものをお渡し

という形では決していかんと思います。まさにこれも一つ使っていただきながらそういう

専門家もあわせて入れて、ビジネスにきちっと育てるということが大切だと思いますので、

そこら辺をきっちりやっていきたいと考えています。 

◎土森委員長 高知県の産業考えたら、政策的に考えても、それは必要性というのは高く

わかりますよ。その辺きっちり整理した上で、次につなげるようなことの予算につなげて

いっていただければと思います。 

 次に、起業促進事業費の決算の内容について資料が提出されましたので、説明を求めま

す。 

◎池澤産学官民連携・起業推進課長 起業促進事業費の決算内容と、午前中のお話で当初

予算額 4,387 万 6,000 円に対して、事務費も含めてどういう形で執行されているのかとい

うお話がありました。お手元にお配りしましたのが、起業促進事業費の決算内容で、左の

端に平成 29 年度の移管先としまして、産業創造課に移ったものと、産学官民連携・起業推

進課に移ったものとを分けて書いてあります。一番下にありますけれど、産学官民連携・

起業推進課には事務費の部分だけが移っています。産業創造課の事務費と合わせて 819 万

6,000 円という額が先ほどの資料に出ておりました。それ以外に 4,387 万 6,000 円の中に

は上に書いておりますけれども、委託料とか補助金とかいろいろな事業が入っていますの

で、それらをトータルして 4,387 万 6,000 円という状況です。２月の補正の段階でシェア

オフィスの補助金ですとか、小規模起業促進事業費補助金の減額をお認めいただいて、最

終的に 2,422 万 9,000 円の予算額がこの事業で出ております。 

不用額のところも最終決算段階で 1,938 万 304 円の不用額が出ておりまして、事務費の

ところでいきますと、右の端の不用等の理由に書いてますけれど、シェアオフィス入居企

業との交流事業、これが学生とのアプリ開発合宿ということで、シェアオフィス入居企業

と一緒に合宿をする予定でしたけれども、企業の事情もあり中止になったこと。それとシ

ェアオフィスへの視察を希望する企業、事業者が想定より少なかったことがあり、220 万

円の不用が出ております。それ以外の不用の理由は上に書いておりますけれども、ＩＴ人

材誘致促進事業委託料、単独でやる予定が４つの自治体と連携をして、ＩＴ人材転職フェ

アをやりましたので、想定していたよりも少ないお金で実行できたという状況になってい

ます。 

◎土森委員長 それでは、産業振興推進部を終わります。 

《中山間振興・交通部》 

◎土森委員長 次は、中山間振興・交通部を行います。  

 今まで長い間、時間かかってますので、簡潔に説明していただいた上で、簡潔に質疑を

するということでよろしくお願いいたします。  
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 それでは、まず初めに、部長の総括説明を求めます。なお、部長に対する質疑は、各課

長に対する質疑とあわせて行いたいと思いますので、御了承願います。  

（総括説明）  

◎土森委員長 それでは、所管課の説明を求めます。  

〈中山間地域対策課〉 

◎土森委員長 まず最初に、中山間地域対策課を行います。  

（執行部の説明）  

◎土森委員長 質疑を行います。  

◎土居委員 集落調査委託ですけど、昨年やりまして先ほど御報告があったんですけど。

ちらっと見させていただいて、大方減少して、また集落の少人口化といいますか、小規模

化が進む中で一定人口がふえている集落も 145 集落という結果があったと思うんですけど。

こういう状況で人口がふえていくということは、一連の中山間地域振興の県の施策といっ

たものが成果を上げてきた一つの結果だろうと思うんですけど、県としてこの人口増加要

因についてどう分析されたのか、お聞きをしたいと思います。 

◎大﨑中山間地域対策課長 委員がおっしゃられましたように、維持も含めて、人口が維

持・増加した集落はこの 10 年間で 285 集落ございます。やはり当然全体としては減ってお

る集落が多いんですけれども、その中でもこういった 285 の集落がふえたことは、今まで

県が取り組みを進めてきました、この集落活動センターの取り組みもそうですけれども、

産業振興計画に基づくいろいろな各分野ごとの事業、そういったことが人口がふえた要因

の一つではないかと分析しております。 

◎土居委員 ではないかということですが、もっと明確なものがあるのかなと。集落活動

センターにしても、それとの関係性は当然ですけど、集落活動センターもいろんな運営内

容というのが幾つかあるんですけど、そういった細かいところの関連性ですかね。そうい

ったところで、こういうことはすごく効果的だったんじゃないかというところがあれば、

ちょっとお聞きしたいんですけど。  

◎大﨑中山間地域対策課長 集落活動センターでいいましたら、梼原町でしたら、韓国風

サウナとかレストランの運営、あるいは本山町の汗見川地区でしたら、「汗見川ふれあいの

郷 清流館」で、宿泊の取り組みも行っておりまして、年間で 1,000 人ぐらいの方が宿泊

されております。そうした地域では、実際に汗見川地域などでも集落の人数がふえたとい

う実績も出てきておりますので、そういったことを初めとして、いろいろな活動をやるこ

とによって実績が上がってきていると考えております。 

◎土居委員 その集落活動センターですけど、一番早いので平成 24 年に開設ということで、

補助が終わっているところもあるんですけれど、自立運営をしているところの状況、うま

くいってるのか、厳しいところもあるのか、その辺の平成 28 年度の状況はどうでしょうか。 
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◎大﨑中山間地域対策課長 委員もおっしゃられたように、推進事業費補助金が３年間の

補助でやっておりまして、それプラス経済活動に要する補助金を、整備事業が終わった後

も３年間の補助で、都合６年間ぐらいの補助ができるようになっております。今、汗見川

地区を申しましたけれども、そういったことでうまく補助金を活用して、その地域の活動

を自立というか、うまく回す形でやっているところがふえてきておる状況です。  

ただ全体として、収入がなかなか得られないところ、地域の福祉的な取り組みを中心に

やっているところもございますので、そういったところは収益を得るような事業はなかな

か難しい面はございます。  

◎土居委員 いずれにしても、将来的には本当に自立運営ということを県も求めていくん

だろうと思うので。特に経済活動がうまくいってるところはいいとして、そうでない部分

をどうしていくのか。特に小規模な集落活動センターを、どこを残す支援をしていくのか、

特に自分が思うのが、中山間地域で同じくその振興の柱でもある集落営農組織であるとか、

中山間地域の複合経営拠点ですかね。ああいったところといかに結びつきを強めていくか

というようなところの支援が大事になってくるんじゃないかと思うんですけど、そういっ

たところは課としては、どういうふうに考えて取り組んでいこうとされるのか、最後にお

聞きします。  

◎大﨑中山間地域対策課長 先ほどおっしゃられてましたように、集落複合経営拠点の取

り組みとか、あるいは集落営農の取り組みで全庁を挙げまして、農・林・水のそれぞれの

部局と一緒に推進のチームをつくって、そこの中でいろいろな協議も重ねてきております。

そういった継続的な協議を重ねた上で全庁的な中山間本部会議で、進捗状況とかも把握し

てやっておるところでございまして、継続的な、全庁的な連携の取り組みは大事だと思っ

てますので、引き続きやっていきたいと思っています。 

◎坂本（茂）委員 集落活動センターの関係、若干関連しますが、補助限度額が１カ所当

たり 500 万円というのがあって、それの中で、それだけじゃないのかもしませんが、ただ

し知事が認める場合はこの限りではないとなってますけど、この限りではない補助の実績

は何件あるんですか。 

◎大﨑中山間地域対策課長 実績としてはございません。全て限度額内で。先ほどの 500

万円は、経済活動の 500 万円ということです。  

◎坂本（茂）委員 ただ一応、今のところは限度額の範囲内ですが、この知事が認める場

合はこの限りではないいうのは、どういうことを想定されてるんですかね。  

◎中村中山間振興・交通部副部長 前任課長でございましたので、補足をさせていただき

ます。ワンショットで非常に大きな経済効果が得られるような場合、つくったときのイメ

ージですが、旧校舎を宿泊できるように耐震改修するとか、あと簡易宿泊の許可を取れる

ように改修するとか、宿泊というのは比較的ビジネスモデルが単純ですので、もしそうい
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うものが出てきたときに、恐らく 500 万円で済まない可能性もあるということで、つけさ

せていただいておりますが、具体にそういう要望があった話ではございません。 

◎坂本（茂）委員 それと先ほど言われた３年間があって、またプラスで３年間、最長６

年ということですが、そういうものが来年度以降になるんですかね。６年も過ぎてくると。

再来年になるんですかね。  

◎大﨑中山間地域対策課長 再来年というか。早々。 

◎坂本（茂）委員 言うたら、来年度中に期限が来るようなところがあるということです

かね。 

◎大﨑中山間地域対策課長 一番初めが平成 24 年度に立ち上がったところが幾つかござ

います。そこについては平成 24 年、平成 25 年、平成 26 年の３年間が推進補助金という形

になり、その後が経済活動に要する補助金で３年間。その一番初めに立ち上がった団体が

今年度で終わることになるんです。もともと県の集落活動センター補助金は立ち上がりの

初期投資の補助金という形になりますので、そこの補助金が一番初めに立ち上がったとこ

ろは終了することになります。 

◎坂本（茂）委員 そしたら立ち上がりの補助金、その後の経済活動の分も３年で切れる

わけで、平成 24 年に立ち上がったところは、来年度以降切られることが想定される中で、

見通しというか、どうしても支援が必要なところをほかの支援の仕組みを考えるとか、そ

んなことは議論はされているんですか。 

◎大﨑中山間地域対策課長 基本は集落活動センターの立ち上がりになりますので、この

６年間は基本だと思っています。ただ、国でも小さな拠点ということで、国の政策に認め

られておりますので、そこでは普通交付税なり特別交付税の措置が昨年度からされるよう

になっており、市町村の裁量にもよりますが、使っていただくことでの措置がされるよう

になっております。それと人材の導入の面では、地域おこし協力隊、基本は３年の特別地

方交付税措置ですが、集落支援員の制度がもう一方でございまして、それは特に期限が定

められたものではございません。集落活動センターの事務局では、そういった集落支援員

を活用して事務局の人件費の人的な措置もされており、そこは特別交付税の措置もされま

すので、地域おこし協力隊での３年間が済んだ後は集落支援員に切りかえていただきまし

たら、ずっと特別交付税措置も使えるようになります。そういったこととか、あるいは農・

林・水の補助金も、特に集落活動センターの補助金とは違って、それぞれの補助金がそれ

ぞれの活動内容によっては使える補助金もございますので、そういったことも積極的に情

報提供もさせていただいて、ずっと継続的に集落活動センターが使える形を全庁的にとっ

ていきたいと思っています。 

◎坂本（孝）委員 地域によれば、集落活動センターをやりたいけれども、拠点がないと

いうところも結構あって、そういう拠点づくりの支援とかはどのようにやってますか。  
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◎大﨑中山間地域対策課長 特にどこでどういう施設を活用しないといけないとかいうこ

とはございませんので、よく使われているのは小中学校の廃校を使った施設とか、あるい

は当然公民館とかも使ってできます。集落活動センターは、もともと仕組みづくりのこと

で、拠点という形でなくても地域が運営できるような組織をつくっていただければ、それ

は活動できる仕組みとなりますので、必ずしも拠点をつくらないといけないということに

はなりません。今の活動ができるような地域での施設があれば、そういったところも活用

していただきながら、活動をやっていっていただくことになると思います。  

◎坂本（孝）委員 それで、地域おこし協力隊で結構任期切れの人も出てきだして、そう

いう人は続けて収入がないとおりにくいわけですけれども、そういう人たちに対する、先

ほど説明があったようですけど、具体的にどういう支援制度があるのか。  

◎大﨑中山間地域対策課長 支援といいますと、活動の過程ではうちの課でも研修とかい

うことを積極的にやっております。地域で活動している中で課題とか悩みとかも抱えられ

ている方とかもおいでますので、そうした方に一緒に集まっていただいて、課題とかを解

決する、地域ごとの人材同士が集まって、話し合える場づくりとかもしております。  

それから、あとは地域おこし協力隊の任期が切れた後も、先ほど集落支援のお話もさせ

ていただいたんですが、自分たちで生業というか、何かの仕事を探す形で、移住・定住コ

ンシェルジュへの相談とかにつなぐことで、都会から来られてる方が多いですので、高知

県内で定住をしていただくための仕事の場づくりとかもあっせんというか、一緒になって

進めていっておる状況です。  

◎坂本（孝）委員 地域おこし協力隊が、定住にも関係してきますけど、高知県に残って

頑張ってもらえるような具体的な支援の仕組みが必要じゃないかと思っています。直接、

この課には関係ないですけど、知事との意見交換でも、県の職員を採用するときに協力隊

枠をつくってみたらどうですかと話もさせてもろうたことでしたが、ことしの急な災害が

あったので間に合いませんでしたが、またそういう提案も知事へ１回してますので、この

課からこういう意見もあったというのをまたつなげてもろうたらいいと思います。  

先ほどの話と重なりますが、地域おこし協力隊が話し合いの場とか自分で基本的には探

していかないかんがやけど、結構優秀な方が来てますので、中山間で彼らが仕事を続けて

いけれるもうちょっと入った支援ですよね。これを考えていっていただきたいと思ってい

ます。 

◎大﨑中山間地域対策課長 わかりました。  

◎土居委員 先ほど経済活動が活発な集落活動センターとそうでないところという話があ

って、複合経営拠点等、中山間の経済活動を持っているところと、それを結びつけていく

ということを言ったんですけど。そもそもそういうノウハウが全くない集落活動センター

を、そういった経済活動をしているところと結びつけていくための事業戦略を、産業振興
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計画で今、力をこれから入れていこうとしてるじゃないですか。そういった支援の対象に

は集落活動センターは当然なってるわけですか。  

◎大﨑中山間地域対策課長 そこのところが対象になってるかどうか、かちっと把握はし

ていないですが、当課でも集落活動センターの研修をやってまして、その中でも事業計画

を策定する研修に力を入れてやっております。そこではそういった事業計画にたけた講師

の方もお呼びして、今後どういう形で、ここの地域やったらこういう事業ができていくが

ではないかとかいうことから始めて、そういった戦略づくりとかもやっていく形の研修も

ずっと進めておりますので、先ほど委員がおっしゃられたような産業振興の面でも一緒に

連携してやっていくようにしたいと思っています。 

◎土森委員長 質疑を終わります。  

以上で、中山間地域対策課を終わります。  

〈鳥獣対策課〉 

◎土森委員長 それでは、次は鳥獣対策課を行います。  

（執行部の説明）  

◎土森委員長 質疑を行います。  

◎土居委員 昨年、ＩｏＴを活用した鳥獣被害対策の捕獲の研究をやってると思うんです

けど、成果について報告をお願いします。 

◎三木鳥獣対策課長 昨年度、補正予算で工業技術センターが取り組んだもので、その中

で鳥獣対策の絡みとしては、囲いわな、くくりわなへセンサーを設置して、わなにかかっ

たら、それを知らせる電波を発する発信機を設置してますので、発信された電波をドロー

ンを使ってそのデータを拾いに行く。それで、拾ってここでかかっておることを入手した

ら、後で捕獲に行く仕組みです。それを工業技術センターで試験等をやっており、中での

実験ではそこそこのことにはなっておったと思いますけど、実際現場で今年７月に本山町

で実証試験をやりました。何カ所かわなとして発信機を仕掛けましたけど、全てが全てき

れいに拾えなかったという結果になっておりますので、また工業技術センターで改良をや

っておると聞いています。  

◎土居委員 昨年は実証の段階で、現場に効果的な実装をしていくことはまだこれからと

いう認識ですか。  

◎三木鳥獣対策課長 そうですね。電波の出し方とか、拾い方とかについて、工業技術セ

ンターで、再度持ち帰り検討しておりますので、その結果を見て、もし現場でもう一回す

るとかあれば、また協力することになると思います。  

◎土居委員 その辺のＩｏＴを活用した捕獲の推進という一つのアイデア、こういうこと

を研究してもらいたいとかは鳥獣対策課から一定提案をしておられるんでしょうか。シカ

もすごく問題になってますけど、シカ等の狩猟を促進、大きな目標がある中で、そこまで
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いってないということですので、ＩｏＴを活用して捕獲頭数の増加につなげていく何か仕

組みができないものか、素人ながら考えるんですけど、そういった提案みたいなのはされ

ないんでしょうか。  

◎三木鳥獣対策課長 シカの捕獲といいますか、うちからは捕獲の省力化を考えておりま

す。省力化でＩｏＴとはちょっと違うかもしれませんけど、ＩＣＴで、捕獲、囲いわなへ

何頭か入ったらそれをカウントして、３頭入ったらもうゲートが閉まるとか、そういうＩ

ＣＴは考えておりますが、ＩｏＴについては、今回の工業技術センターがやっておるのと

考え方はほぼ同じです。 

◎樋口中山間振興・交通部長 全国的にも鳥獣被害対策は課題になっておりますので、い

ろんな全国の情報、あるいは国の情報とかも収集をしております。その中でやはり効果的、

効率的な捕獲でありますとか、今、課長が申し上げました省力化とかにつながる方法はな

いかと常に頭に置きながら、今やってる事業についても改善をしていくことで検討をして

おるところです。先ほど猿の話もございましたが、うまくいっているものもございますけ

れども、検討中というか、試行錯誤中というものも多うございます。その中でも高知県の

鳥獣対策が少しでも効率的、効果的に効果が出る形というのは、我々としては情報収集等、

検討・研究も進めているし、今後もそうしていきたいという姿勢です。  

◎土居委員 全国でも珍しい専門課のある高知県ですので、むしろ工業技術センターあた

りに提案して、ＩｏＴの捕獲システムを開発して、逆に全国に外商していくぐらいのこと

も見据えてやっていただけたらなと考えていますのでお願いします。 

◎野町委員 野生鳥獣に強い県づくり事業で、それこそ専門員の皆さん方も現場で一生懸

命やっていただいてまして、集落によっては集落ごと網で囲うようなことで一定成果を上

げているところもあります。先ほど課長のお話の中で、500 集落で被害をゼロにというお

話があって、185 集落について使用してるというお話だったと思うんですが、実際、被害

がゼロになった集落がどれだけあるのか。あるいは目標に対してどれだけのところまで迫

っているのか教えていただければと思うんですが。 

◎三木鳥獣対策課長 この県づくりの前に、平成 24 年から集落づくり事業ということで、

平成 24 年から平成 26 年までの３カ年間やっておりました。その中で 31 集落を対象に、今

の専門員を中心に活動して、被害ゼロに持っていく活動をやっております。その中で、31

集落の中で 27 集落が被害ゼロになっており、残りの４集落も、大分減っているという報告

はもらっております。あと現在、被害ゼロは平成 27 年度に合意しておる集落 147 集落のう

ち 18 集落で被害がゼロになったという調査結果が出ております。それで全体的に見て、

50％以上の被害が減ったという結果は、147 集落の 71％の集落で上がっております。 

◎野町委員 安芸地域でももう御承知のとおり、あるいは芸西でもお世話になり、一定成

果が上がっているところはあるんですが、逆に集落で網で囲ったり、いろいろ追い払いを
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やったり、いろんなことやってるところはいいんですけど、その隣接の集落では逆に被害

がふえてしまったりとか、そんなようなお話も聞くんですけど、そこら辺に対する現状把

握といいますか、課の認識はどうでしょうか。 

◎三木鳥獣対策課長 委員おっしゃるとおり、囲った集落の周辺の集落に被害が出るとい

う話は専門員を通じてお聞きしております。それで、囲ったところは効果がありますので、

そちらが被害が出だしたということならば、来年度というか、次の支援集落の対象として

支援していくという格好が一番ベストかなと考えております。  

◎野町委員 現場へ行ってると、結構身につまされるところはありまして、またしっかり

誘導もお願いしたいと思うんですが。シカも猿もそうですが、最終的には個体の数をある

程度のところまで減らしていかないといけないと思います。先ほど部長からも、冒頭で農

業被害が３億 6,000 万円から２億円になったということで、順に減っているということな

ので、そこのところも一定功を奏してる部分もあるんだろうと思うんですけど、そこのと

ころでジビエの活用も脚光を浴びながら全国的にも進んでおるんですが、そこの代表格で

あったＮｏｏｋ‘ｓ Ｋｉｔｃｈｅｎが閉店をするとか、いろんなところもあるんですが。

ここのところで猟師によく言われるのが、30 分以内に肉処理をして持ってこないと、肉の

活用ができないみたいな決まりがありますわね。そういったところが非現実的じゃないか

とかいう話もあるんですが、そんな中で梼原町がジビエカーですかね、こういったものを

独自で導入して、一定成果を上げてるみたいなお話もあるんですけど、ここら辺への取り

組みといいますか、とった肉をしっかり利用していくための規則づくりというか要件緩和

であるとか、あるいは先ほどのジビエカーも含めた、そういう早く処理ができる体制にす

るとかの取り組みが、平成 28 年度の予算もそうですが、平成 29 年、平成 30 年の部分でい

えば、どんな形にしていくおつもりでしょうか。 

◎三木鳥獣対策課長 委員おっしゃるとおり、鳥獣被害対策は防護だけじゃなくて、当然、

捕獲もしなければ、個体数を減らさねば被害が減りませんので、捕獲が大事になってきま

す。それで総合的に捕獲と防除で取り組んでおるわけなんですけど、捕獲したら、当然な

がらその個体の有効利用というものも考えなければならないということで、ジビエの活用

は、今現在ちゃんと許可を得た処理施設で実際に処理しておられるシカ、イノシシの割合

は捕獲頭数に対して、県内はまだ１％ちょっとしかない状況です。それでまずはその割合

を少しでも上げろうということで、ジビエフェアやって消費の拡大を目指したり、あと、

ジビエ研究会の中で活動してふやしていこうとやっています。それと以前、ジビエに対す

る食品に関するガイドラインの冊子をつくりまして、それを猟師の皆さんとか、指導され

る皆さんとか、流通加工の方とかにも配って、「こうこうやったらいいですよ」とかいうこ

とで、周知徹底をさせてもらっておるとこです。まだ十分でないところもありますので、

引き続き徹底はさせないかんところなんですけど。捕獲からの時間がかかるというのは非
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常に問題のところで、梼原町の取り組み、今年度、全国初のジビエカー入れて取り組むわ

けなんですけど、それが一つの成功事例となって、こちらも十分支援を行い成功事例にさ

せて、それを県下に広めていくように持っていきたいと考えております。  

◎野町委員 やっぱりとった命をできるだけ有効に活用するということも大事ですし、県

民感情からしてみても、そのほうが割と理解を得やすいような取り組みになると思います

ので、ぜひよろしくお願いします。  

◎土森委員長 質疑を終わります。  

以上で、鳥獣対策課を終わります。  

〈交通運輸政策課〉 

◎土森委員長 次は、交通運輸政策課を行います。  

（執行部の説明）  

◎土森委員長 質疑を行います。  

◎加藤委員 １点だけ細かいところですが、地域公共交通対策事業費の県有車管理業務委

託料。くろしお鉄道に停めてる車の 10 台分の管理費用ですけど、毎年、随意契約でやって

ると思うんですけど、この不用が出ている理由はどんなところですか。 

◎濱田交通運輸政策課長 この委託料ですが、主な内容は、車検とか、１年間の定期検査、

それと修理等の費用です。修理等の費用は、大体これまでの実績をベースに積算し予算化

しておりますが、平成 28 年度は修繕等に要する支出が少なかったということです。 

◎加藤委員 よくわかりました。ちゃんと活用されているんですよね。  

◎濱田交通運輸政策課長 まちまちでございます。中村駅でいきますと、平成 28 年度は６

台の公用車を置いており、全体で 55％の利用状況です。ただ、いわゆる普通自動車は７割

ぐらいの利用がありますが、軽自動車は利用が落ちる状況です。また軽自動車の中でもい

わゆる軽貨物と言われる、定員は４名だが実際大人が４名乗るのは非常に困難な車もござ

いまして、これは更新の際にぜひ軽乗用車にするように財政当局等にお願いしておるとこ

ろです。毎年１度だけではないんですが、県庁の全庁メール等で利用の促進についてＰＲ

しております。 

◎坂本（孝）委員 公共交通の整備事業の関係で、南国市の補助をもう一回、幾らか。  

◎濱田交通運輸政策課長 空港の分ですか。  

◎坂本（孝）委員 それは空港だけですか。  

◎濱田交通運輸政策課長 幾つかございますが、南国市の固有名詞を出させていただいた

のは、空港周辺に騒音地域がございまして、そこにお住まいの方のエアコンを何年か前に

設置して、それが古くなったときに更新する際に当然利用者負担もありますが、それに対

して南国市に補助したというものはございます。  

◎坂本（孝）委員 先ほど説明いただきましたようにバスとか鉄道とか航空機、そういっ



- 40 - 

た大きな部分については対応をされてますけど、中山間の山の中の高齢者が病院へ行った

りするときに足がないという問題があって、それが結局は中山間から人口が減少していく。

そして消滅する集落も出てくる一因にもなっていると思うんですが、昔からずっとお願い

してることは、平成 19 年に道路運送車両法が改正されて、人を輸送するのに自家用車でオ

ーケー、普通免許でもオーケーと。ただし地域で協議会をつくりなさいと。こういうもの

があるわけですね。前にも私が市議会議員のときに提案したことがあるんですが、市議会

で質問したときに市長がやると言うたわけですが、その日の夕方にたちまちタクシー会社

から反対の電話が入って、市長ができなくなったと言うわけですね。それで県でもいろん

なお願いをしてるんですが、中山間の高齢者にとって本当に必要な対策、これがおろそか

になっている。私から言わすと、中山間の高齢者対策、足の問題が全くできてないですよ。

大豊町でもこれまで何回か事件もあったわけですが、これを地域協議会を各市町村に任す

のはもはや無理なわけですよ。県内のバスが通ってないところ、近くに病院もないところ、

そういうところに限ってＮＰＯとかボランティア、これによる福祉輸送、これを高知県で

協議会をつくって、そういう病院がない、バスがない、そういう地域に限って高齢者が年

齢制限何歳以上とやってもいいと思いますけど、何歳以上の高齢者が病院へ行くときに限

っては、ＮＰＯ、ボランティアの輸送を認めようやないかということを指導していかんと

いかんと思うわけですね。市町村が指導できなければ県がやっていくと。 

◎土森委員長 平成 28 年度の決算をやってますんで。  

◎坂本（孝）委員 関連のことで。そこら辺はやっぱり全く予算、決算の中へも入ってな

いんで、これから県でそれをぜひお願いしたいと思うんですが、ここら辺どんなお考えで

すか。 

◎濱田交通運輸政策課長 公共交通、移動手段のことについては部として対応しておりま

すが、我々交通運輸政策課は、バスでいくといわゆる営業車両、緑ナンバーのバスは我々

で担当させていただいてますが、白ナンバーのバス、あるいは先ほど委員おっしゃいまし

た福祉輸送とか有償運送は、中山間地域対策課で対応して、それぞれ連携して取り組みを

しているところです。やはり各市町村で交通会議を立ち上げるという話でございますけれ

ども、設置している市町村、設置していない市町村がございます。それともう一点、地域

での公共交通あるいは移動手段というのは、まず市町村が主体的に考えるのが基本と思い

ます。一方で、住民の方の行動は一つの市町村の中にとどまらずに、買い物は自分の市町

村の中で終わるけれども、通院は隣に行くとかいう形で、自治体をまたいだ日常行動は通

常見られますので、地元からまたお話があれば、県として広域的な取り組みも今後考えて

いきたいと考えております。私が言うことでないかもしれませんけど、いずれにしても部

としてしっかりと対応してまいります。  

◎樋口中山間振興・交通部長 中山間地域対策課の所管の部分にまたがりますので、地域
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公共交通会議、いろんな市町村の一地域の移動手段の確保のためにされておりますが、委

員おっしゃいますように交通事業者全員の合意がなかなか全国的にも課題となっておるよ

うです。一つはそれぞれ市町村ごとにタクシー事業者なりを役割分担といいましょうか、

過疎地有償運送は住民の方々にやっていただくけれども、タクシー事業者には乗り合いタ

クシーをやっていただく形でその地域内でタクシー事業者も御理解いただけるよう市町村

内全体の交通を考えていくとか、そういった工夫を。それとか高齢者の方には、遠方の方、

バスとかそういったことがなかなか非効率な地域の方にはタクシーチケットで対応すると

か、町内の関係者の合意が得られる形でやることについては、市町村でお考えいただくの

が、基本的にはベターではないかなと思います。その後押しというか、側面支援的なこと

は、県もメンバーに入っておりますので、させていただいております。それともう一つ全

員が合意しないとできないという基本的な考え方はございますが、国でも規制緩和の中で

最新の情報では、過半数でできるように全国各市町村に通知をするとか、規制緩和の方向

も検討されておるようです。いずれにしましても、委員おっしゃいましたように、地域の

住民の方が移動をできる形は市町村と一緒になって、県も具体的に実行に移せるようなこ

とは一緒に検討させていただきたいと思っています。 

◎坂本（孝）委員 法の趣旨を生かせてないわけですよ。法律を国がわざわざ変えてるの

に、地方がこの法の趣旨を生かせてない。市町村に任せっきりにしてるから地域協議会が

できないんです。だから県がもっと主導的に動かんといかんですよ。これは私もこれから

まだ見続けていきますが、またそこら辺をよろしくお願いします。それから国への提言も

国の緩和策ももっと国の指導強めてくださいと県から言ってもらうようにお願いしておき

ます。 

◎吉良委員 直接予算、決算に関わりないんですけど、とさでん交通に対して労働基準監

督署が指導を行いましたよね。あれはインターバルのこと、その御報告を言っていただき

たい。というのは、直接企業が努力することなんだろうけれども、やはり運転手を確保し

ていく上では何らかの施策が必要じゃないかと思うんですね。医師だとかは県が特別に、

県立の病院含めてそうですけど。県立ではないけれども実質、県が株主ですので、それに

ついて平成 28 年度は何かもう事前に察知して何かなかったのか含めて御報告をしていた

だきたいです。 

◎濱田交通運輸政策課長 今、委員御指摘の件は、先日四国運輸局がホームページで公表

して、あわせて同時にとさでん交通も記者会見という形で公表されたと承知しております。

とさでん交通、会社の成り立ちの経緯等もございまして、まずはこの路線バスをしっかり

維持していくということで従業員の御協力もいただきながら、いわゆる休日出勤であると

か時間外出勤、あるいは高速バス部門、あるいは貸し切り観光バス部門からの応援等によ

り何とか路線を維持して頑張っていると我々も承知をしておるところなんですが、ただそ
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の中で労働関係法令を適用した場合に一部オーバーワークがあったというところでの今回

の文書での警告だと承知をしております。とさでん交通、設立以降いろいろと課題ござい

ますけれども、ドライバーの確保は最重要課題だと捉えて、会社としてもさまざまな手段

を講じてきております。従来のハローワーク等を通じた採用活動だけではなくて、バスに

乗るためには大型２種免許という特殊な免許がいるわけなんですが、これまで大型２種免

許を持ってる方を対象に採用活動しておりましたが、そうではなくて、普通免許を持って

る方に対して、会社側の費用負担で免許取っていただいて、一定期間勤務をすると、返済

が要らないという制度をつくられて、既に７名の方が採用されているとお聞きしています。

あと、先日新聞等でも報道がありましたが、高校生の採用も始めてます。大型２種免許を

取得するには普通免許取ってから３年間必要となりますので、最短でも 21 歳になるまでは

取れないわけなんですが、高校生を採用して３年間は事務とか整備とか、そういう部門を

経験してもらって、３年間たった場合に免許を取るであるとか、あと今、とさでん交通事

業再生期間中ということで非常に厳しいと言いましょうか、そういう局面なわけなんです

けれども、その中にあってもやはり処遇の改善は欠かせないだろうということで、ことし

の４月からは初任給も改善したと聞いてますし、従来は１年間でしたか嘱託という身分だ

ったのも、これからは直ちに正社員として雇用する形で、当然コストの増は伴いますが、

それよりも採用活動を優先する取り組みを進めてきています。とはいえ、取り組みを講じ

てもなお現状の平日の路線バスを維持するために、大体 180 人ぐらいの運転手が必要なの

が 150 人しかいないということで 30 名程度不足している。その 30 名の不足を時間外勤務

でやったり他の部門からの応援で維持している。応援については過重労働の問題も出てま

いりますし、あと他の部門からの応援でいけば、観光バスの部門に引き合いがあって車も

ある。ただドライバーの確保できないから売り上げの逸失利益になる。高速バスでいけば

お客様が多いときに続行便を出せば２便３便出せるが、車はあるけどドライバーがいない

ための逸失利益等もある。それは会社の経営にも響くということです。ドライバーの確保

対策は、何もとさでん交通だけの問題ではなくて、バス会社あるいはトラック、タクシー

全て同じですので、県として何かできないか、ちょうど来年度予算を今、検討中で、その

中で何か考えていきたいと考えております。 

◎吉良委員 とさでん交通だけじゃなくて、労働力を得ることは基本的に賃金をきちっと

保障していくことがまずないと、意義があるだけではなかなか人は集まってこないと思う

んです。だから、国に対しても、中小事業者に対する、あるいは公共交通に対する、全体

的に運輸業、非常に少ないみたいですが、特にこの公共交通に関わっては人件費に対する

補助含めて、強力な申し入れもして、確保していけるようにぜひ頑張っていただきたいと

思いますが、そこら辺については。  

◎濱田交通運輸政策課長 おっしゃるとおり処遇の問題、全国的に運輸業というのは他の
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業種に比べて低いのが統計でもはっきり出ております。ただ、処遇を改善するのも原資が

必要となってまいりますので、県としては、とさでん交通だけではないんですが、とさで

ん交通の利便性を高める取り組みを支援することによって会社の業績を上げて原資を確保

して、それが従業員の方に還元できる仕組みづくりという形で応援をしたいと考えており

ます。 

◎吉良委員 国に対しては。  

◎濱田交通運輸政策課長 国に対して直接的にどういう形のお話ができるかというのはあ

りますが、国においても労働者の確保は検討会等もできておりますので、情報収集もしま

すし、場合によってはいろんな提言等も考えていきたいと思います。  

◎坂本（茂）委員 安全安心の施設整備事業費補助金の関係で、ＪＲの 750 万円は当初の

予算どおりなんですが、とさでん交通と土佐くろしお鉄道に対しての補助金が当初から減

額補正をしてますよね、これは事業者負担はなしで国、市町村、県が３分の１ずつの負担

になってると思うんですが、どこかの団体が負担できんかったとかでしょうか。 

◎濱田交通運輸政策課長 まず、土佐くろしお鉄道は国と県と市町村で会社負担はゼロで

す。ただ、とさでん交通は会社負担をしております。減額の主なものは、入札の残と理解

をいただければと思います。  

◎坂本（茂）委員 そしたら予定してた台数とかは当初の予定どおりということですか。 

◎濱田交通運輸政策課長 そういう意味で予定していたものが消化できなかったという事

例はないと聞いています。  

◎土森委員長 坂本孝幸委員が言われた病院弱者。これ市町村だけに任しておくのは大変

問題が多いと思いますし、法律もそうなってますし、県が支援できるところは支援をいっ

ぱいしてくださいね。  

以上で、交通運輸政策課を終わります。  

これで、中山間振興・交通部を終わります。  

《観光振興部》  

◎土森委員長 それでは、観光振興部について行います。  

初めに、部長の総括説明を求めます。なお、部長に対する質疑は、各課長に対する質疑

とあわせて行いたいと思いますので、御了承願います。  

（総括説明）  

〈観光政策課〉 

◎土森委員長 引き続きまして、観光政策課の説明をお願いします。  

（執行部の説明）  

◎土森委員長 質疑を行います。  

◎坂本（茂）委員 旅館業事業継続計画、いわゆるＢＣＰの策定の関係と、その前の津波
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避難のマニュアルの作成の部分。これ作成そのものが委託してつくったのか、内容も含め

て委託先に、どういうことを盛り込むかとか、様式をどうするかとかは、事業者を集めて

きちんと事業者と一緒につくり上げたのか、委託会社だけがつくったのか、そこの辺はど

うなんですか。  

◎三浦観光政策課長 津波避難マニュアルは、基本ベースは委託で相手方の事業者につく

っていただいた一般的な避難です。旅館ホテルで実際に壁に張ったりとか、テーブルに置

かれてない状況があるという話がありましたので、それは委託でつくっていただきました。

もう一つの旅館業事業継続計画もマニュアル、様式については基本的に委託でやりました。

ただ、それを実際に旅館に実施をしてもらうための説明会の開催、そういったところでの

意見交換などもやりながら進めてきたところです。  

◎伊藤観光振興部長 ＢＣＰは、一応項目はつくりましたが、旅館の規模、従業員数、部

屋数であるとか、それから津波避難所までの距離とか、その地域が津波浸水区域にあるか、

それぞれの旅館・ホテルによって中身がばらばらになってきますので、そこは研修をやり

ながら一緒につくり上げていって、自分とこのデータを入れてもらうことになりますので、

そこを委託でつくったというわけではなくて、一定の枠を示しながら、その中で必要なも

のを書き込んでいただいてつくっていってもらう格好でＢＣＰを策定しております。  

◎坂本（茂）委員 わかりました。ホームページからダウンロードすればあるのかもしれ

ませんが、お構いなかったら成果品を回していただけたらと思います。それと、志国高知

幕末維新博推進事業費補助金。結局オープンは年度末になったわけで、受け入れ事業の中

で特別企画展の実施 2,690 万円ですが、年度末のオープンした期間、この３月ぐらいの期

間だけで、これだけの費用がいってるのかどうか、そこを教えていただけますか。 

◎三浦観光政策課長 実際に使用した内容は、メーン会場で年度末までではなくて、年度

をまたがっての事前の準備段階にかかった経費、それと地域会場をめぐる特別巡回展の準

備の費用になります。実際には準備の段階を踏んで、今年度に利活用されて企画展が開催

されているものが既に２カ所あるということです。  

◎坂本（茂）委員 さっき言うた「新国家」の展示なども、あれ年度またいで展示しまし

たよね。そういう意味でここのメーン会場での特別展示は、年度をまたいでる関係があっ

て、この費用そのものも年度をまたいだ。そこのところの区切りをどんなにされているの

か。 

◎三浦観光政策課長 実際の展示そのものは一度展示してしまうとそのままの状態になり

ますので、成果としては年度末までに展示の形態ができ上がった時点で成果という形にな

ります。そういう形で年度をまたいでどうしても引き続き事業実施をしなければいけない

ものについては債務負担の考え方になると思いますので、この案件は、年度末までにもう

成果物として上がったものになります。  
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◎坂本（茂）委員 わかりました。  

さっき地産地消・外商課のところでお聞きしたんですが、こちらもいろんなＰＲ動画は

つくられてると思うんですが、ここ二、三年のＰＲ動画を委託した先とその委託金額を、

また後日で構いませんので、表にしていただけたらと思います。  

◎土森委員長 資料提出してください。  

 質疑を終わります。  

以上で、観光政策課を終わります。  

〈国際観光課〉 

◎土森委員長 次は、国際観光課を行います。  

（執行部の説明）  

◎土森委員長 質疑を行います。  

◎坂本（孝）委員 台湾からの旅行者ですね。外国から日本に来たときホテル代が高い問

題があって、台湾の旅行者について何か補助制度ができたと聞いたことがありますが、こ

れは入ってないですか。 

◎小西国際観光課長 宿泊の助成は、台湾に限ったものではございませんが、高知県観光

コンベンション協会で助成金を構えており、海外の旅行会社が企画する旅行で高知県内に

１泊すれば 2,000 円という金額を旅行エージェントの申請に基づいて旅行エージェントに

コンベンション協会からお支払いをする助成制度がございます。 

◎坂本（孝）委員 そしたら、これには入ってないわけですね。  

◎小西国際観光課長 コンベンション協会の補助金の中に入っております。  

◎土森委員長 質疑を終わります。  

以上で、国際観光課を終わります。  

〈地域観光課〉 

◎土森委員長 次は、地域観光課を行います。  

（執行部の説明）  

◎土森委員長 それでは、質疑を行います。  

◎土居委員 この地域観光課で聞くのかどうかわからないんですけど、地域環境クラスタ

ーを県もいろんな政策をやってまして、周遊促進、滞在時間延長ということで各地域と連

携してやってると思うんですけど、先ほど説明があった情報発信が非常に大事ということ

が一つ理解できるんですけど、周遊をしていく上で、観光バスとか、そういったパックで

来る人はいいんですけど、自分で車で来るような方々が、カーナビが一つと、あと道路等

の標識を見ていく中で広い道があるのに見誤って非常に細い道に入ってしまうケースがあ

るとこの間お聞きしました。実際自分もよく考えてみたら、先日、四国カルストへ行った

ところが、恐らく後で気づいたんですけど、旧道に入り込んでしまいまして、そしたら同
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じような県外の車がたくさんいるわけですね。だから地域クラスター化を図る上で、個人

でいく方々の利便性にも配慮した情報発信、アピールの仕方を、土木部とか、各市町村と

かとの連携を深め、情報交換して、より満足度を高めるような取り組みも必要なんじゃな

いかなと考えるんですけど、その辺の取り組みは部としてはどうですか。  

◎澤田地域観光課長 御指摘のとおり、観光地がわかりにくいという御意見もあることは

承知しておりまして、全体を俯瞰するような案内板の設置でございましたり、これは道路

管理者の方が主な仕事になるかもしれませんけれども、先ほどおっしゃっていただいたよ

うな標識、また私どもの観光の補助金の磨き上げでも、そういった観光地を御案内するよ

うな道路板の設置も支援をさせていただいておりますので、我々だけではなくて土木部等

とも連携して、なるべくそういった形で不案内にならないような取り組みを進めていきた

いと考えています。  

◎土森委員長 以上で、質疑を終わります。 

これで、地域観光課を終わります。  

〈おもてなし課〉 

◎土森委員長 次は、おもてなし課を行います。  

（執行部の説明）  

◎土森委員長 それでは、質疑を行います。  

◎三石委員 決算特別委員会の意見のところにも出てますけど、トイレのこと。措置もさ

れて、年々向上はされてると思うんですが、委託先別金額は 159 万 8,400 円。県が管理し

ておるところと、各市町村で管理しているトイレがあると思うんです。特に、高知市を言

わせてもらうと、以前に比べたら随分きれいになってきました。しかし、これは高知市が

管理してるところがほとんどで、タイルが割れておったり、鏡が剥ぎ取られたままとかい

まだにあるんよね。郡部に行っても随分整備されてないトイレも見かけるけど、この状況

を県民に知ってもらうということで、本当に基本的なことよね、マナーの問題。道徳心。

県の広報があるでしょう。各市町村の広報があるでしょう。実際恥ずかしいと思わんか。

文面はそんな過激なことにもよばんですが、実態を知ってもらってもう少し気持ちよく使

えるようにしようじゃないかという取り組みもやるべきじゃないかと以前言うたこともあ

りますけど。おもてなしトイレ満足度向上事業委託業務をやってどんな状況ですか。 

◎田村おもてなし課長 おもてなしトイレの認定状況は、今、県下 34 市町村で 738 カ所の

おもてなしトイレを認定しております。観光客の皆様にアンケートをとっておりまして、

おもてなしトイレの満足度調査は８割ぐらいの方が満足しているとお答えいただいてるん

ですが、公共トイレを含めたアンケートになりますと、まだ約半分の方、54％の方は満足

しているとお答えをいただいてるんですが、多くの方が普通とお答えをしていただいてい

る状況です。悪いと答えた方は５％切るぐらいの方で、余り支障はなく使っていただいて
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ると感じているところです。また本年度は、観光地の公共トイレになりますが、市町村や

県で管理しています公共トイレは、施設の情報とか、美化の点検の状況とか、改めて点検

確認をお願いをするよう今取り組んでいるところです。 

◎三石委員 それと、国際観光受入環境整備事業。トイレも洋式、私らもそうですけど、

洋式でないと具合が悪い感じになってきてるんですけど、今どういう状況ですか。  

◎田村おもてなし課長 国際観光受入環境整備事業費補助金を活用してトイレの洋式化を

行っていただいた箇所数は、平成 27 年度で 12 カ所、平成 28 年度で 11 カ所となっており

ます。私たちが調べているデータによりますと、公共トイレですと、大体和式と洋式の割

合が４対１で設置をされていると認識しており、これを少しでもふやす取り組みは今後必

要かなと思っておりますので、市町村と密接に検討してまいりたいと思います。 

◎三石委員 これから先も洋式化に向けてどんどんやっていくと、こういうことですね。  

◎土森委員長 以上で、質疑を終わります。  

これで、観光振興部を終わります。  


